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〇開  議 

   午前９時開議 

◇議長（浅見武志君） ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでございます。 

                      ◇                   

〇日程第１ 一般質問 

◇議長（浅見武志君） 日程第１、一般質問を行います。 

 一般質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

                                         

一  般  質  問  表 

                           平成２４年玉村町議会第１回定例会 

順序 質     問     事     項 質 問 者 

１ 
 
 
 
 

１．環境整備に関するさまざまな問題を問う 
２．社会福祉問題を問う 
３．新年度より学習指導要領に武道が必修とされるが、町の対応は 
４．町長は、選挙公約で花火サミットを行うことを表明しているが、 

どのような考えを持っているのか 

笠 原 則 孝 
 
 
 
 

２ 
 
 
 

１．平成２４年度施政方針について 
２．たまりんの見直しと新しい路線について問う 
３．協働によるまちづくり推進の今後の展望を問う 
４．国際交流協会の担うべき役割と、展望について問う 

備前島 久仁子 
 
 
 

３ 
 
 
 

１．利根川新橋促進について 
２．町の危機管理体制の構築について 
３．第４期玉村町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の検証につ 

いて 

三 友 美惠子 
 
 
 

４ 
 
 
 

１．平成２４年度施政方針について 
２．貫井町長３期目の課題は何か 
３．玉村町農業公社のあり方を問う 
４．目前に迫った武道必修化、準備態勢を聞く 

柳 沢 浩 一 
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順序 質     問     事     項 質 問 者 

５ 
 
 

１．災害対策を問う 
２．未就学児の安全対策を問う 
３．武道必修化で取り入れられる「柔道」授業の取り組みについて 

石 内 國 雄 
 
 

６ 
 
 

１．五料地区防災公園計画について 
２．再生可能エネルギーを導入する考えはあるか 
３．医療費抑制について 

髙 橋 茂 樹 
 
 

７ 
 
１．平成２４年度施政方針について 
２．中学校の保健体育授業の武道必修化への対応は大丈夫か 

筑 井 あけみ 
 

８ 
 
１．平成２４年度施政方針について 
２．新年度から開始される中学校の武道必修化について 

川 端 宏 和 
 

９ 
 
 

１．平成２４年度施政方針について 
２．「官製ワーキングプア」をつくらない施策を求める 
３．上福島の７．４ヘクタールの開発促進を 

宇津木 治 宣 
 
 

10 
 
 
 

１．平成２４年度施政方針について 
２．東毛広域幹線道路の整備と並行して、これにアクセスする町道の

整備及び排水路の改良を実施せよ。 
３．中学校における武道（柔道）の教育に万全を期せ。 

町 田 宗 宏 
 
 
 

 

                                         

◇議長（浅見武志君） 初めに、１番笠原則孝議員の発言を許します。 

              〔１番 笠原則孝君登壇〕 

◇１番（笠原則孝君） 皆さん、おはようございます。おととい歯を２本ばかり抜いたので、ちょっ

と空気が漏れてしまうと思うのですけれども、ちょっと聞きづらいところもありますが、きょうはそ

んなに大きな声も出なそうなので、ちょうどいいのではないかと思うのです。 

 ３月に入り、寒さも幾分和らいできましたが、きょうはあいにくちょっと雨模様で、傍聴の皆様に

は大変な中ありがとうございます。あさってであの東日本大震災が起こってちょうど１年たちます。

被災され、お亡くなりになった方々にお悔やみを申し上げます。そして、いまだに瓦れきの処理の大

半が片づいていない状況を見ると、被害の甚大さに驚愕させられます。一日も早く被災地の方々には

もとの生活に戻れるよう願い、ことしも被災地へ時期が来たらボランティアに行くつもりです。 
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 議席番号１番笠原則孝が、議長の命を受けて一般質問を１番に行います。最初に、環境関係につい

てお伺いします。町内の道を歩いていると、犬のふんや食品の食べ残し、田畑への缶やペットボトル

の投げ捨てが目立ちます。注意看板の下に犬のふんがそのままになっていたり、道路端の立て看板が

折れ曲がったりしたままになっていますが、町としてはどのような管理、対策、啓発活動を行ってい

ますか。悪質な行為に対しては、条例等で規制等をつくり、行う考えはあるのですか。 

 そして、次に街路灯の配置等は、防犯上役に立っているのか。必要と思われるところに配置されて

いるのか。また、どのような手順で設置されているのか、伺いたい。 

 次に、社会福祉問題について、現在玉村町では生活保護扶助費を受給されている人が、この半年で

約２０人ほど増加していますが、このままでは増加の一途です。県内の生活保護費は、１０年で

２０６億円を上回り、不正受給も１５９件、１億円を超えている状況ですが、町としては何らかの対

策を行っているのですか。大阪では、約１８人に１人が受給しており、全国では約３兆円強となって

います。そのうちの国の負担が４分の３、地方の負担が４分の１となっている現状でございます。平

成２３年９月期で２０６万５，８９６人と過去最大になりました。何しろ群馬県の人口を上回ってお

ります。一番ひどい過去でも第２次世界大戦、そのときの、昭和２２年のときですね、そのときでも

２０４万６，６４０人であったという統計がありますが、いかに不況か、考えられます。 

 そして、次に介護関係施設では、町としてにしきの園を増設していますが、この増設で順番待ちは

解消されるのですか。今後高齢者が増加の傾向にあるが、町としての考え方をまたここでお聞きした

い。 

 ３番目に、新年度より学習指導要領に武道が必修とされるが、教育委員会のほとんどが備品等に設

備がかからない柔道を選択するようですが、指導方法及び安全への配慮は万全なのか。柔道を指導す

る点での危険性を教育委員会及び学校側は十分認識しているのですか。全国の公立の中学校の３分の

２が柔道を選択しているそうです。全国で約９，８００校うち６，５００校の約６０％ですが、群馬

県では１７３校のうち１５２校、約８０％が１０時間程度でこの柔道を行うようです。受け身だけで

はなく、わざを教え、競わせるというのは、時間が短く、危険を伴うと思います。伝統と文化の尊重

が盛り込まれているのだという説明をしていますが、柔道事故は全国で１９８３年から２９年の間に

少なくとも１１７人ほどの中高生が学校の柔道事故で死亡しています。障害事故は約２７５件であり

ます。県内でも届け出があるものだけで２００５年以降、けが、骨折の通院が数件ほどありますが、

指導する先生の研修、管理はどのようになっているのか、伺いたい。 

 最後の質問になりますが、町長は選挙公約で花火サミットを行うことを公約で表明していますが、

どのような考えをしているのか、またその方策はあるのか。ゆるキャラで全国サミットを開催した埼

玉県羽生市の商工観光課の課長に伺ったところ、大変な人数と、そして通常では考えられない想定外

の出来事が起こり、想像以上の人員と労力が要るということですと。サミットとなれば、日本全国か

ら来町されますので、会場、駐車場、そして玉村町にはない宿泊設備等が必要となりますが、賄い切
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れますか。選挙時の有権者への票とりだけの思いつきでの発言なのであれば、大変迷惑でありますが、

町長はこのような考えのもとで公約を行ったのか、ぜひ伺いたい。 

 以上、４点でございます。終わりです。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） １番笠原則孝議員の質問にお答えいたします。 

 まず初めに、環境整備に関する問題でございます。犬のふんについての対策及び啓発活動について、

道路や他人の土地にふんをそのまま放置したり、埋めたりすると、たくさんの方の迷惑になりますの

で、これは飼い主に対して年に１度の狂犬病予防注射のときに「守ろう！飼い主としてのルール！！」

の啓発ビラを犬のふん取り袋と同時に配布をしております。また、ふんをされてしまって困っている

家や畑の所有者などには、防止を呼びかける看板を町から提供しております。なお、条例につきまし

ては、玉村町環境保全条例、これは平成４年１２月２４日制定の第３４条に飼い犬等の飼育というこ

とで、人に迷惑を及ぼすことのないよう適正に飼育しなければならないとうたってあります。今後も

飼い主にマナーを守っていただくよう、積極的に啓発活動に取り組んでいきたいと考えております。

まずは、この飼い主のマナーが一番大事だと考えているわけでございます。 

 次に、防犯灯につきましては、原則各地区の住民の方々の要望に基づき、各区で設置をしていただ

いており、設置費用及び電気料の一部を町が補助を行っております。ただし、小中学校の通学路で人

家の少ない道路等におきましては、町で設置をし、管理も町で行っているわけでございます。防犯灯

の効果でございますが、夜間における犯罪の防止、住民の通行の安全を図り、安全で安心して暮らせ

るまちづくりに貢献していると考えております。 

 防犯灯の設置の手順につきましては、まず区長さんからその場所を示してもらいます。防犯灯設置

計画書というものを提出していただき、承認後に工事を行っていただきます。そして、工事が済みま

したら、補助金交付申請書を提出していただき、補助金を町から払うということでございます。現在

この区、各区で管理をしている防犯灯が約２，５００基、この電気料の７０％を町が補助していると

いうわけでございます。そして、先ほど申しました人家の少ない通学路、町が管理している防犯灯は、

現在この通学路の中にあるので、３２２基あります。そうしまして、小中学校のこれは小中学校の周

辺に連続した形で設置をされております。その中には、省エネタイプのＬＥＤ防犯灯も現在既に７２基

含まれております。今後も町で整備する際には、このＬＥＤの防犯灯を積極的に普及を進めていきた

いと考えております。これは非常に明るくて、それで電気料が安くて長持ちをするということでござ

います。各地区で設置する防犯灯につきましても、今後は各区長さんにはＬＥＤを使うようにという

ことでこれを推奨し、省エネ化の推進を図るため、町ではこのＬＥＤ防犯灯を設置した場合には、今

までこれが防犯灯は１基１万円でしたけれども、１基２万円の補助を予定しております。今後も地域

の皆さんの協力によりましてこの防犯灯を設置し、安全で安心なまちづくりを進めていくということ
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で、町は進んでいきたいと思っております。 

 続きまして、社会福祉問題ということで、生活保護に関しての質問でございます。厚生労働省が昨

年１１月に発表しました「福祉行政報告例」によりますと、この数字は先ほど笠原議員さんが申した

とおりでございます。全国で１５０万７，９４０世帯、人口にしますと２０７万９，７６１人の生活

保護受給者があるということでございます。そして、この数字は現在もふえ続けていると推測できま

す。これも先ほど議員さん申したとおり、この２００万人を超えたというのは、戦後の混乱期の

１９５２年以来、実に５９年ぶりにこの生活保護受給者が２００万人を超えたということでございま

す。玉村町における生活保護受給者も３年ほど前から急激にふえ続けております。それまでは二十数

世帯、４０人ほどでございました。その後、平成２１年度には２３人、２２年度には３６人、今年度

は５４人が新たに認定され、その総数にしますと１１３世帯、１５４人となっております。 

 日本の生活保護世帯の特徴は、高齢者世帯が全体の４割以上を占めております。その伸び率も高齢

化の進展に伴って高くなっているということでございます。また、２００８年９月に起きましたリー

マンショック以降は、その傾向に加えて、「その他世帯」が急増するという変化が注目されておりま

す。「その他世帯」というのは、この６５歳以上の高齢者でもなく、また障害者でもなく、母子世帯

でもない、通常な家庭ということですね、その他世帯。いわゆる「稼働能力層」、仕事ができる年齢

であるけれども、生活保護を受けていると。比較的健康で、現役年齢層の生活保護世帯が現在日本全

国で猛烈なペースでふえているということでございます。この原因として一般的に言われているもの

は、リーマンショックによる景気急落で失業者が急増したということと、その一部が生活保護受給者

となっているというもので、もしこの「リーマンショック原因説」が正しければ、現在の生活保護急

増は一時的なものではないかと。このリーマンショックが一過性のものであって、景気が回復すれば

この失業率が減りますから、そうすれば自然と生活保護世帯も減っていくであろうと予想されており

ますけれども、今のところはそういう傾向は出ておりません。でも、東日本大震災が起きるまでの間

には景気回復がかなり進んでいた局面があったにもかかわらず、この時期に生活保護急増が続いてい

たというのが現状でございます。 

 高齢化の進展という恒常的な原因のほかに有力な原因として考えられるのが、もう一つは厚生労働

省による生活保護行政の制度的変化でございます。日本の生活保護制度は、厚生労働省による法令や

通達によって細かい指示がなされております。それで、生活保護受給の基準についても、そのときの

厚生労働省の生活保護行政の運営スタンスによって大きく影響されているということでございます。

２００９年３月以降に次々と出された厚生労働省の各通達によって、以前は生活保護申請が非常に難

しかったわけでございますけれども、稼働能力層が多く含まれる「その他世帯」、先ほど申しました

「その他世帯」ですね、「その他世帯」の生活保護受給の基準が大幅に緩和されることになったとい

うことが、この生活保護がふえている原因の一つかなと。したがいまして、生活保護行政のスタンス

が大きく変化しない限り、今後も生活保護率は上昇していくものと考えられますが、町としてはライ
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フラインが停止している生活困窮者の把握及び生活保護の相談への誘導、これには電気やガス等を供

給している民間企業の協力ですね、こういう形で民間の企業の皆さんに協力をしていただくというこ

とで、この生活保護を考えていく。また、もう一つは、民生委員等による地域における生活困窮者の

見守りのあり方、社会福祉協議会との連携の強化など、本当にこの生活保護を必要とする人を救済し

ていかなくてはなりませんので、この人たちを救済できるような連携の強化を図っていきたいと考え

ております。 

 続きまして、中学校武道の必修化への対応につきましては、教育長のほうから回答させてもらいま

す。 

 最後に、議員が非常に力を入れて、町長の選挙公約ということで申し上げられました花火サミット

についてお答えをいたします。毎年７月に実施しているたまむら花火大会につきましては、夏の到来

を告げる風物詩として定着し、毎年大勢の方に来場をいただいております。昨年は、群馬デスティネ

ーションキャンペーン事業として実施したため、２次交通整備や臨時駐車場の拡充を行ったことによ

り、非常に例年以上の来場者を迎えられたということでございます。今では、町の貴重な観光資源と

なっております。このような花火大会を一過性のものにするのではなく、今後のこの玉村町の観光推

進につながる観光資源を活用したまちづくりの一端として、花火サミットということを提案させてい

ただいたものでございます。観光資源を活用したまちづくりを検討するに当たりましては、この花火

サミットだけではなくて、花火を中心としたこの花火を一つの町おこしの起爆剤としまして観光資源

を活用できるよう、いろんな面でこの花火を活用しようということで、今庁舎の中に若手の職員のプ

ロジェクトチームができておりまして、この花火をどう町おこしに活用していくかということで研究

をしている最中でございます。その中でもいろんな非常におもしろい意見が出ておりますので、その

ようなものを活用しながら、この花火を７月１６日に上げるだけではなくて、その花火を使った玉村

町の町おこしに活用していくということで、花火サミットということを提案したわけでございますの

で、ぜひご期待をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君登壇〕 

◇教育長（新井道憲君） 新年度より行われます中学校武道の必修化への対応についてお答えを申し

上げます。 

 平成２４年度から完全実施となります中学校の新学習指導要領の保健体育科では、これまで選択制

であった武道が１、２年生で必修となり、３年生ではほかの領域と組み合わせて選択することとなる

わけであります。武道は、柔道、剣道、相撲から１つを選び履修することになりますが、玉村町の２つ

の中学校では柔道を選び、実施する計画となっております。指導内容は、柔道を通して安全を確保し、

相手を尊重しながら、礼に始まり礼に終わると言われていますように、礼儀作法を身につけ、相手を
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思いやる伝統的な行動の仕方を大切にしようとする態度を身につけることや、伝統的な考え方を理解

し、相手を尊重して練習や試合ができるようにすることを重視しているところであります。例えば基

本動作では、前回り受け身あるいは横受け身、後ろ受け身など受け身、それから姿勢、組み方、すり

足などの体の移動、こういうことを身につけます。それから、基本となるわざといたしましては、体

落としやひざ車、大腰などの投げわざ、それからけさ固め、横四方固め、上四方固め等の固めわざの

技能を身につけることになっているところでありますが、基本的には生徒の実態に即して、無理のな

い指導をすることになっているということであります。 

 議員さんご指摘の指導する教員についてでございますが、来年度より柔道は必修になるわけですが、

これまでも両中学校では選択種目として柔道を選択して、指導してまいりました。指導には、生徒の

体力や技量を見きわめながら、先ほど申し上げましたように、無理をさせないことや、初心者には基

本姿勢や受け身の練習を徹底し、確実に習得させることなどが大切ですが、これらの指導も今しっか

り行われているところであります。また、両中学校には、７名の体育の担当教員がおります。そのう

ち４名が大学の教員養成課程で柔道の単位を履修しておりますし、実際の指導経験も豊富です。それ

以外の教員も研修会に参加したりしておりますので、そしてもう一つは体育のときはチームティーチ

ングを中心に行いますので、指導経験の乏しい先生が単独で指導するということもなるべくないよう

にしているところであります。また、両中学校とも体育教師以外にも有段者の柔道部の顧問の教諭が

おりますので、体育の教員と顧問の教師とで協力していくことや、あるいは今年度南中で実施してお

りますが、外部講師を招いて指導の充実を図ることも努めてまいりました。 

 安全への配慮につきましては、教育委員会といたしましても柔道には危険が伴うことを認識してお

りますし、校長会や学校訪問、さまざまな機会を通しまして安全対策を徹底するよう指導していると

ころであります。昨年度、玉村中学校に、そして今年度末には南中学校に武道場が新設されることに

なっております。畳のかたさなんかも学校と検討しまして、安全に配慮した柔道場となるように、施

設面からも配慮しているところであります。とにかく安全に関してはこれで十分ということはありま

せんが、武道が必修化されたことをきっかけに、その特性をもう一度見直し、安全性を確保し、指導

を充実させることによって、心と体の健やかな生徒が育つようにしていきたいと考えております。よ

ろしくお願いいたします。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） それでは、最初の環境に関する問題で質問をしたいと思います。 

 ちょうど１年前ごろですか、私が町長、副町長並びに教育長に、町内の通学路及び歩道を歩いてみ

てはどうかと、確か聞いたと思います。そうしましたら、できる限り行うと言われていましたが、そ

の点何か気づいたことはありますか、町長。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 
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              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 笠原議員さんのこれは犬のふんのことですね。私は朝散歩していまして、大

分最近は一時より犬のふんが見受けられなくなったということも、看板がよく立っていますので、マ

ナーは幾らか向上してきたかなと感じております。もう一つは、町内を歩いてよく感じるのは、きの

うも話しましたけれども、道路事情が非常に今のまち内の道路は崩れているところが多いと、壊れて

いるところが多いということと、あとは歩くことによっていろんなものが目に入ってくるという非常

に参考にはなっております。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） 町長がよく利根川の堤防のほうとか、いろいろ積極的に歩いていると思って、

わかるのですけれども、それで犬のふんなのですけれども、玉村町では先ほど条例があると言いまし

たけれども、犬のふんに関しての条例はどんなものなのですか。例えば今ここで資料をとったので、

申し上げますと、ちょうど人口的に玉村町と同じくらいの人口を持っている約３万７，０００人の鳥

取県の境港市、皆さん、ゲゲゲの鬼太郎で知っていると思うのですけれども、ここが平成９年に犬の

ふんに関するふん害条例を出しているのです。飼い主のふん等の災害の防止に関する啓発と。それで、

これは全部同じですね、飼い主の遵守事項とかということで、指導及び勧告、委任と。中には、従わ

ない場合、先ほど私が言いましたけれども、犬の看板の下に挑戦みたいなのですね。犬のふんは片づ

けてくださいと書いてある下に犬のふんがぼんと置いてあるのです。これはちょっとこの状態では考

えてしまうのです。幾ら何としても。見てみますと、格好よく袋だけは持っているのです。周りに人

がいるときは入れるけれども、いないときはそのまま。朝早く私も散歩していますとね。特に多いの

が八幡様から南へ出て、女子大のちょうど裏、あの歩道橋。まあ、ひどいものです。真ん中にそのま

まなっていますから。一番ひどいのが南中へ行くまでですね。あそこは旧のヨークマートの前から向

こうへ行くと、あそこは車が通れないのですけれども、あそこがちょっとひどいなと。もし何だった

らば見て、朝でも行って見てくれればわかるけれども。どうしてもそれだけのことをやったり、犬の

ふんだけではなく、いろんな缶を投げ捨ててはだめだといっても、そのままへし折られたりして、こ

れは何だか人をばかにして、満足にやっている人がばかでというような感じを受けてしまうので、で

きれば正直な話、犬のふん害、犬のほうの条例を単独で出していただきたいと。大分あるのですよ、

この近くにもちょっと調べてみましたら。埼玉県のほうの草加市、ここなんかも昭和６２年にもうし

ているわけですね、施行のほうを。 

 それで、今度はひとつ課長に聞きたいのですけれども、人口は玉村町が３万７，４００何がしいる

と思うのですけれども、これ犬の登録というのは今どのぐらいなのですか。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 
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◇生活環境安全課長（高橋雅之君） ただいま犬の登録についてご質問でございますが、ちょっと数

字を持ち合わせてございませんので、至急調べて回答させていただきます。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） ちなみに数字のあれではないのですけれども、境港市のほうが１，４１７頭

ということだから、人口が同じで玉村町がどんなふうに出るか。向こうは港町だしということです。

その辺をできればごみとかそういうのも非常にはっきり言って多いのです。それなので、何か片づけ

るほうがばかみたいになってしまって。捨てていくほうが偉くて、片づけるほうがあれになってしま

う感じを受けるので、その点、今後このようなことが続くようだったら、やっぱりそういう出るとこ

ろへは防犯カメラ、今はそんなにしないので、防犯カメラでも設置してくれれば、今は解析してくれ

れば、捨てた人は確認できますから、町のほうで行って、やはりそこでは一応勧告書を出して、正直

な話、何回もやったら罰則とか、そんなような方法をやっぱり講じてもらわないと、ちょっと不愉快

な思いをしてしまうと思うのですね、皆さんが。その辺言われていますので、その辺ひとつよろしく

お願いいたします。 

 次に、時間ももうないので、まだ１つ終わったところだから。それで、まだ１つ、ちょっと聞きた

いことがあるので、よろしいですか。滝川の中の土砂が大分見てみると多いのですね、アシが生えて

しまって。八幡様から逃げていった鯉が、２０匹ほどこの中にいるのですね、見ると。この前の大水

のときに逃げたらしいのですけれども。それで、大分土砂がたまっていると。聞いてみたら、あれは

伊勢崎土木のほうの管轄だということなのですけれども、管轄だといっても、それは取り締まるほう

が向こうであって、持っているのは玉村町なので、できれば正直な話、写真を撮って、ここでパネル

にして見せるほどではないので、口だけで言っておきますけれども、写真を撮ってあります。あの上

新田のところ、ちょうどあそこはひどいので、あれからずっと下がっていって、ちょうど女子大の裏

ですか、あの辺までをちょっと頼めばできるのではないかと思いますので、そうすれば川の流れも大

分違ってくると思いますよ。今までゲリラ豪雨が来たときに、滝川は出ないのですけれども、その辺

はやっぱりもしそういう状態であれば、周りで生活しているのは伊勢崎土木の人たちではなく、玉村

町の人なのだから、その辺は生活環境安全課のほうで、あとは都市建設か、経済産業とよくタッグを

組んで、あそこの泥上げを、もう恐らく３０年ぐらいしていないのではないかな、１回したようなこ

とがあるけれども。していただければ、とても快適な散歩ができるのではないかとのことです。 

 次に、次は街路灯のほうにいきますが、要望を出して、先ほどは学校のところで大分出ていると言

うけれども、これ年間区のほうから幾つぐらいの申請がありますか。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） 防犯灯につきましては、区長さんのほうから申請をいただくと
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いうものが年間７０基か８０基、これは新設と、あとはつけかえということで、古くなったものを新

しくつけかえるというもので７０基から８０基程度の申請をいただいています。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） それで、今古くなったのをつけかえるというのですけれども、生活環境安全

課のほうの担当だと思うのですけれども、防犯灯を見回るのは昼間ではだめなのですね。夜、一番い

いのが８時半から９時ごろなのですけれども、町としては回って、逆にチェックしていますか。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） 町では、先ほどのお話、町長のほうから答弁をさせていただい

た通学路につけてございます町管理の防犯灯につきましては確認をさせていただいていますが、各区

で設置をしている防犯灯につきましては、区長さん、各区にお任せをしているというのが現状でござ

います。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） 何か通学路でちょっとやっぱりうちのほうの土手に近いところで、どうして

もまだつかないのではないかな、出したのに。家庭の人が子供がかわいそうだからと、部活から帰っ

てくるのにということで。これからはそんなに暗くはないのですけれども、どうしても１１月後半か

ら２月いっぱいの夕方がちょっと５時にもう暗くなると。まだつかないようなのですけれども。わざ

わざ自分ちの玄関の電気をつけてくれるというような状況があるので、どこだとは言いませんから、

そういうのが１つや２つではないと思うので、できればもう一度暗い時期に区にばかり頼らないで、

行政なのだから、自分たちでやはり見ておいて、逆に「あそこのところがないけれども、区長さん、

大丈夫かい」というような方法があってもいいのではないかと思うのですけれども、どう考えておら

れますか。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） 町といたしましても、やはり安全安心のまちづくりということ

で進めておりますので、笠原議員が言われるように、また今後パトロール等も実施できればというふ

うに考えております。 

 また、先ほどの犬の登録数でございます。こちらにつきましては、平成２３年、今年度３，２００頭

ほどの登録がございます。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 
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◇１番（笠原則孝君） ありがとうございます。同じ人口のところを見ても倍近くいると。ですから、

やはり犬のふんもマナーを守らない人がいれば、やはり多いのだなということがこれで皆さんわかっ

たと思うのですけれども。できれば、今後まだこれがわからないようだったら、この犬のふん害防止

条例、ひとつ今後、急にというのではないのですけれども、もしあれだったら考えておいていただけ

れば幸いと思います。 

 そして、時間も余りないので、あと幾らもないので、次は社会保障の問題で生活保護費のほうなの

ですが、今聞いてみたら、どっちかというと本当に容易ではなくて、不景気でもってなってしまって

いる稼働年齢。１５歳から６４歳までとか、そういう面がありますけれども、その人が多いのだとい

うことを今町長が言ってくれましたけれども、町としてはそういう人たちに対しての就業支援等は行

っておりますか。 

◇議長（浅見武志君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） 就労支援をしているかというようなお答えでございますが、健康福

祉課といたしましては、先ほど町長がお答えしましたように、国のほうから、県のほうからの通達で、

例えば会社があすからもう来なくていい、住むところもないというような方が窓口に来られることも

ございます。そういった中で、かなり生活保護に対しては条件が以前よりは緩くなったような感もい

たします。そういった中で、就労の支援につきましては、その人をとりあえず町では決定権がござい

ませんので、県でいいます中部福祉事務所のほうへ連絡をとりまして、また関係機関とも連絡をとり

まして、そういった方が来た場合の対応を図っているわけです。そういった中で、就労支援というよ

うなことになりますと、ハローワークとかそういったところへも一緒にその方と行ったりしたり、そ

ういったことも実際やっております。全体的な不景気の中で、そういった会社からあしたから来なく

ていいというような方で窓口に来られた方につきましては、なるたけ社会福祉協議会等にも先ほど申

し上げましたつなぎ資金等もございます。そういったもので一時的にはしのいでもらうとか、そうい

った中で就労のほうもどういった形で、余り仕事を選ばないというのではないのですけれども、何で

もということであれば、日雇いというのではないのですけれども、臨時的なものでもご紹介できると

いうような会社等もございますが、なかなか行ってもすぐよしてしまったりというか、そういう方も

おります。そういった中で、全体的な就労となりますと、町のほうの分野ではちょっと違うかなと思

うのですが、そういった連携をとりまして、その辺もやっております。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） よくわかりました。できれば、何人か役場の関係したものを使っていただけ

ればいいのではないかと思います。なるべく少なく。これ見ますと、前橋市なんかすごいのですよ、
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これ。１０人に１人。玉村町はまだまだ正直な話、実質的には２．４％ぐらいだからいいのですけれ

ども、やはりどうしても大泉町なんていうところはもう皆さんごらんのとおり、外国人が多いので、

非常に多いという状況です。確かによく見きわめますと、国が４分の３払ってくれるのだからいいの

だというけれども、その国に払っている税金は国民の皆さんが払っているのですから。それで、県と

市町村が４分の１だというけれども、その辺はやはり町としてできれば就労の機会がある人にはよく

仕事のほうを世話するというような方法で、なるべく勤労意欲を持たせ、そして町自体でもその辺を

救うということでひとつやっていただければと思います。 

 引き続き、時間がもう１５分しかないので、次はできないので、次は学校の問題なのですが、武道

必修で、教育長がほとんどしゃべってもらって、南中学の３月２８日にはもう完成できて、ちょうど

２つの中学が新学期からはスタートできると。今新聞なんか見ますと、大分事故が多いのだ、危ない

のだ、大外刈りなんかやったらどうしようもないのだというような本当にいたずらに不安視ばかりの

言葉があるから、どちらかというと人間というのはその不安視のほうへいってしまうのです。ですか

ら、ここでやはり町としては、子供たちが行き会っても、正直な話、小学校のときは「おはようござ

います」、「おはようございます」と皆さん言いますよ。中学へ行くと言わなくなってしまうのです

ね、恥ずかしいのだかなんだか。だから、今後武道のほうでそのようなものを、伝統と文化の尊重で

あれば、やはりその辺をしっかり教育していただいて、心身ともに文武両道で鍛えるということを期

待します。 

 それと、皆さん知っていると思うのですけれども、柔道、柔道と多いのですけれども、沖縄は空手

なのですね、やっぱり。地元の文化を生かして。やはり柔道が多いのは本州。四国に至りますと、四

国、九州は剣道です。中でも、どうしても何で群馬県はもっと違う方法の、ある人が言うには、国体

を開いたのだから、銃剣道ぐらいできなかったのかと言う人もいるので、右倣えでは困ると、特色を

持たせたいと。そんなあれがありますので、この後、私の後からでも皆さん、このことについては６人

ばかりいるようなので、またしゃべれないところがあったら、教育長、また補足で、次にいきますの

で、ひとつあったらばよろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君発言〕 

◇教育長（新井道憲君） 大変いろいろお世話になります。特に今度の改訂によって、体育の考え方

というのが大きく３段階になっております。小学生から高校生までの１２年間を通しまして、小学校

の運動の基礎を培う時期というのを小学校の中学年ぐらいまでに押さえております。そして、高学年

から中学校の１、２年生までの範囲で多くの領域を学習して経験する時期と。ということで、領域的

には８領域あるのですが、８領域を全部１、２年生は経験するということで、そういう中に武道も含

まれてきたということであります。中学３年生から高校生については、１つのスポーツを継続するこ

とができるようにする時期ということで、ある程度自分の好きなスポーツに力を入れていく時期と。
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こういうふうに大きく３段階に分けて、保健体育の学習を進めていこうという、そういう動きの中で

の必修化ということでご理解いただければありがたいと思います。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） よくわかりました。そうしますと、あと調べたところはまだちょっとあれな

のですけれども、名古屋市とか岡山市なんていうのはヘッドギアを用意するなんて言っているけれど

も。これ、群馬県にはそんなのはないのでしょう。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君発言〕 

◇教育長（新井道憲君） 実際、今選択教科で、あるいは今年度はもう移行措置で具体的に柔道の指

導を進めております。保護者からも特に異論はございません。それから、けがの報告もございません。

ですから、先ほど申し上げましたように、生徒の実態に即して、まず安全第一を考えた指導を展開し

ていると。部活動とはちょっと違いますから。そういう中で、できる範囲でやっているということで、

あえて試合をやらせるということだけではなくて、そういう観点から考えていきますと、ヘッドギア

は今のところ学校からの要望もございませんし、必要ないと考えております。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） いろいろ皆さん、情報をとるといろいろなことがあるので、さっきの話では

ないけれども、京都市では畳の上にウレタンを置くなんて、もう何が何だかわからないようなところ

まで来てしまって、これが自由だと言えば自由なのですけれども、今聞いたところ、教育長の話では

相当教員の教える先生も７名中４名が黒帯であるということで、そして顧問の先生も教えるというこ

とで、まずひとまず心配していてもしようがないから、これはひとまず教育長の言うことを１００％

信用しまして、この質問は終わらせていただきたいと思います。 

 次に、時間もあと８分になりました。時間を見ながらやっているから容易ではないのです。町長の

最後に花火サミット、これやっていますけれども、この間大澤知事が新聞に出ていたのですけれども、

何だかわからないけれども、古代東国文化活用事業なんて、これＮＨＫの大河ドラマの見過ぎではな

いかと。源氏かぶれしているような感じを受けてしまったところもあるのだけれども、そんな中でサ

ミットを行うと。非常にいいことです。町長に、今みんなが言っているのは、玉村町の花火、これは

全国でランクにしたらどのくらいの位置にいるか、ちょっとお聞かせ願いますか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 私の想像ですと、全国の花火の、去年ですね、２３年の花火の中で、ことし

見た花火大会であなたはどこが印象的でしたかというようなアンケートの中では、恐らく玉村の花火
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は全国ベストテンに入っていると思います。そのくらい玉村町の田園花火というのは全国的なブラン

ドになってきたなというのを感じております。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） 正直な話、人口からしても大した人口ではない町が、全国花火のこれ一番の

花火といったらば両国か、次に来ますけれども。もし町長が本当にこの花火をもとに観光的にやって

いくのだと本腰があるのであれば、やはりいろんな方策をもっと細かく聞きたいなということと、あ

と花火で言えば有名なのが秋田県の大曲ですね。あそこは花火師がみんな集って、雄物川というので

すか、あの川で上げて、見に行った人もおられると思うのですけれども、これはもうすごいですね、

次から次へと花火師の品評会みたいなものだから。やはりこれあたりを参考にして、いかに玉村町の

中で生かせるか。 

 ただ、一番心配しているのは、広幹道を今つくっているわけです。今見たとおり、本部は玉村消防

署に置くと。今までは非常に景観的に首をずっと振って、２７０度振っても大丈夫だったのですけれ

ども、皆さん知っているとおり、広幹道の高架が、あそこへ両水のところへできてしまったから、ち

ょいとことしはどうなるかな。本部はあそこでちゃんと見られるのかなという懸念もあるし、あそこ

に道路が今度開通してしまったら、ことしはよしとしても、工事のあれですから。ずっと続けられる

のかな。逆に花火、花火と言っているけれども、玉村町のあそこ以外で打ち上げられるところが恐ら

くいろんな問題であそこ以外にはないのではないかなというふうなことで、ぜひ花火でやるのであれ

ば、あそこをうまく考え、そしてどのような方法でやったらいけるかということをまず考慮していた

だきたいということです。 

 そして、ことしも恐らく、今町長は７月１７日と行ったけれども、花火は１４日でしょう。３連休

のちょうど土曜日の大安なのですね、見たら。本当に。３連休になるのです。だから、非常にこれも

今からやっていけば効果が出ると思います。そんな折、この３５４号広域バイパスも、あと２年しな

いうちにインターもできるし、東京圏内から、正直な話、練馬から乗ったら四十七、八分で来てしま

うではないですか。そんな状況の中であるので、ぜひ町長がどんな思いで花火に熱を入れて、公約ま

で上げたのだから、ぜひ聞きたいです、最後あと３分ほど。よろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 時間のことを言ったので、これは花火まで質問がないうちにやめてしまうの

かなと思ったのですけれども、花火まで来たので、花火の笠原議員さんの質問に対してお答えいたし

ます。 

 玉村の花火のよさの一番は、田園の中で上げると。ですから、今の場所であの花火をやるというこ

とが一番の効果でございます。ですから、道路ができても、今の場所でやらないと、多分玉村の花火
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は廃れていくのではないかなと思っております。もう一つは、非常に花火を上げるためには人が集ま

りますので、この問題があります。駐車場だとかいろんな問題がありますので、そういうものをすべ

て完備する場所というのはほかにはもうないと思っております。 

 私がその花火に対して町を挙げてという話をしたのは、７月の今、日があれですけれども、７月に

ただ花火を上げるだけであれば、恐らく国道が開通しますと、県の公安委員会や警察の対応としては

花火は中止になるだろうと、中止にしたいだろうというのが現実でございます。この花火を続ける第

一の要件は、玉村の町民の皆さんすべてがこの花火に期待をしている、花火を上げるために努力をし

ているということを見せないとだめだと思っております。ただ、あそこで７月に花火を上げるだけで

あれば、これはそんな効果はありませんけれども、そのためにもこの花火を使った町おこし、それで

玉村町の町民のすべての皆さんがこの花火に対する期待、そして花火に対する気持ちというものを物

すごく持っているということを内外に知らせることが、私はこの花火大会を存続させる最大の要因だ

と考えておりますので、そういう意味の中で今若手職員にも研究をさせているのですけれども、この

花火を使った玉村町の町おこしということと、町の将来像、将来のまちづくりということにつなげて

いくということが非常に大事かなと思っておりますので、そのためにも議員の皆さんを初め町民の皆

さんが本当にこの花火大会を続けるという気持ちをいかに表現できるかということが私は第一かなと

考えております。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） 町長の花火に対する情熱がここでわかりました。やはりこれで正直な話、道

路が開通しますと、今までの玉村町とは打って変わりますよ。交通量、相当な交通量になります。今

までは１７号線と高崎伊勢崎線でもってこちらへ来ましたけれども、これが全部まとまりますから、

町としても相当いろんなことを考えていかないと、従来ぐらいのことを考えていたのでは置いていか

れると思います。そこで、恐らく何か目玉をつくろうということで考えているものですが、花火に限

らず、いろんなアイデアがあったらば、ひとつ皆さんで出していただきたいと。そうでなくも、この

３月いっぱいで何かゆるキャラのマスコットを考えている状況なので、やはりああいうものができま

すと、町に及ぼすメリットは壮大となります。それなので、できればその辺を挙げて、町のキャラク

ターをつくって、玉村町を日本じゅうに知らせていってほしいと思います。終わります。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。午前１０時１０分より再開いたします。 

   午前１０時休憩 

                                         

   午前１０時１０分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 
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◇議長（浅見武志君） 次に、７番備前島久仁子議員の発言を許します。 

              〔７番 備前島久仁子君登壇〕 

◇７番（備前島久仁子君） 議席番号７番備前島久仁子でございます。傍聴の皆様、雨の中参加して

いただきまして、ありがとうございます。しっかり皆様の声を受けて、町のほうに訴えていきたいと

思います。 

 最近の新聞によりますと、日本では超高齢化が進み、２０６０年には今から４，０００万人の人口

が減ると報じています。この数は、１都６県の人口と同じ。高齢社会では、１０人中４人が６５歳以

上、５人が現役世代、子供がたった１人となり、現役世代１．３人で１人の高齢者を支えなくてはな

りません。そして、ただ単に高齢者がふえるということだけではなく、単身の高齢者がふえると統計

で出ております。脳科学者の茂木健一郎氏は、講演会でこんなことを語っていました。人はうれしい

ことがあると脳からドーパミンという物質が出ます。そのドーパミンは、他人のために何かをする、

役に立つとなお一層出てくるということが最近の研究でわかってきました。人は、悩みや不安を抱え

ているから、みんながお互いに相手の役に立つことを考えたり、人のために働くことは、脳が喜んで

いると。そんな社会がいいと言っています。高齢化社会では、６５歳以上の働く意欲や能力のある人

には社会を支える側に回ってもらい、参加を訴えていくことが、これからの社会に必要となってくる

はずであります。 

 一般質問は、４項目にわたっていたします。１番目、２４年度施政方針からの質問です。観光によ

る地域振興について力を入れるとのことでありますけれども、町を売り出すためにどのような情報発

信を考えているのか、伺います。 

 ２つ目、たまりんの見直しと新しい路線について伺います。高齢化が進む中で、交通弱者の足とし

て利用されているたまりんは、利用客のいない便が目立ち、その見直しと改善が求められていました。

新年度新しい路線を設けることに伴い、今までの便も見直しを行うということであります。そこで、

新しい便のルートをどう考えているのか。見直しは、全便についてするのか。何を基準に見直しをし

ていくのか。今後たまりんに求められているものは何かを伺います。 

 ３つ目としまして、協働によるまちづくり推進の今後の展望を伺います。協働によるまちづくり推

進事業が形になって始まりを見せました。２２年５月には「住民活動サポートセンターぱる」の開設、

２３年１２月にはサポートセンターに運営委員会が設置されました。これは、住民がみずからの手で

まちづくりや町おこしを担いたいという意思のあらわれでもあります。既に水辺の森を活性化するた

めのイベント構想も膨らみ、これからが期待されるところであります。そこで、町としての今後の展

開を伺います。 

 ４つ目としまして、国際交流協会の担うべき役割と展望について伺います。町内には、多いときで

８００人、震災後は、これは６５０人の訂正です。震災後は６５０人の外国人が住んでおります。国
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際化が進む中で、国際交流協会の担う役割も重要でありますが、協会の存在がまだまだ知られていな

いのは残念でなりません。もっと多くの町民に知ってもらうためにも、国際交流カフェなどのイベン

トを第２の産業祭として位置づけ、取り組んでいくべきと考えますが、今後の取り組みを伺います。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） ７番備前島久仁子議員の質問にお答えいたします。 

 まず初めに、平成２４年度施政方針についての中で観光による地域振興について問うという質問に

お答えいたします。観光事業につきましては、昨年度行われました群馬デスティネーションキャンペ

ーン事業、これは群馬ＤＣと言われております。花火大会の拡充を初めとし、ツアーや観光ＰＲイベ

ントなどさまざまな事業を実施してまいりました。この群馬ＤＣの中で玉村町が実施してきました事

業を踏まえ、また皆様から寄せられましたご意見を参考としまして、今後必要となる情報発信機能の

構築を考えているところでございます。 

 現在町のホームページには、観光専用のページがありません。現在では、インターネット環境など

が構築されてきている中、多くの人たちが観光情報を携帯などを通してホームページなどから取得し

ている現状でございます。当町につきましても、観光を推進するためには、まず情報発信機能の構築

が不可欠と考えておりますので、平成２４年度につきましては町の観光情報を集約し、だれもが情報

を取得できる観光専用のホームページを構築したいと考えております。また、ホームページだけでな

く、各種情報紙などにも情報を掲載し、玉村町の知名度を高めるとともに、集客をより図っていくと

いうことと、観光による地域振興の発展を目指していきたいと考えておりますので、ご理解とご協力

をお願いいたします。 

 続きまして、たまりんの見直しと新しい路線についての質問にお答えいたします。乗り合いタクシ

ー「たまりん」の平成２２年度の１年間の利用者数は２万３，３００人でございました。ピーク時だ

った平成１８年度の利用者数は２万７，７９１人でありますので、これと比べますと４，５００人程

度減少している現況になっております。今後この利用者増に向けた対策が必要だということで、今回

の路線の見直しということでございます。 

 現在町内便５路線と、高崎市及び伊勢崎市への直行便が２路線、計７路線で運行を行っております

が、これを直行便２路線と町内循環便を東西南北に集約して４路線にいたします。ですから、今まで

町内で５路線あったのを４路線にするということです。今回の見直しでは、既存の路線を基本に改正

を行いました。比較的利用者の多い路線については路線の延長や増便を行い、利用者の少ない路線に

ついては減便や、利用されていないバス停の廃止などを行います。また、土、日ダイヤ、これは休日

ですね、土、日ダイヤを採用し、利用者の少ない土、日、祝日の早朝の第１便を運休させ、空車状態

を減らすことで経費の削減にも努めてまいります。 

 具体的には、高崎直行便については、黒沢病院ヘルスパーククリニックまで延伸をいたします。こ
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れにより、高崎市のコミュニティーバスであります「ぐるりん」に乗り継ぐことで高崎駅へのアクセ

スが容易になると考えております。伊勢崎直行便については、現在１日４便の運行を行っております

が、最もこの便が利用者が多いわけでございますので、利用者の増加が見込めることから、この便を

１便の増便を考えております。また、飯塚地内にバス停を新設することで、日本中央バスの広瀬東善

線に乗りかえが可能となります。 

 町内循環便については、東コースと南東コースを統合し、路線のスリム化を図ります。この２つの

コースをまとめることで、通勤時間帯の国道３５４号線を通行せずに済み、渋滞に巻き込まれること

がなく、定時運行の遵守が高まると考えております。北コースについては、広幹道が玉村町から高崎

駅東口まで開通したことで、玉村大橋での渋滞が発生しているため、運行経路を福島橋経由に変更い

たします。その際、一部のバス停の改廃を行います。西コースについては、現行ダイヤの時間設定が

厳しいことから遅延がたびたび起きておりました。そこで、時間設定を見直し、余裕を持った運行に

改め、一部バス停の改廃を行います。最後に、南コースについては、利用者が最も少なく、この地域

には永井バスなども運行していることから、運行便数を５便に減らすことといたします。また、一部

のバス停の見直しも行います。社会体育館のバス停を県立女子大バス停に変更いたします。そして、

民間の路線バスへのアクセスを高めます。 

 たまりんを導入した際には、バス路線のない交通空白地帯における公共交通サービスの提供や、自

家用車を持たない高齢者などの移動手段として運行が行われてまいりました。今後たまりんに求めら

れるものとすれば、マイカーに過度に依存するライフスタイルそのものを変えていく意識の啓発とし

て、マイカー利用による交通渋滞の発生や環境負荷の増大を抑える効果を伝え、交通事業者と行政や

企業が一体となって公共交通利用促進のための取り組みを積極的に進めていかなければなりません。

また、高齢者の免許返納を促進し、高齢者など運転に自信のない方の事故抑止を目指す取り組みとし

ての一面もあると考えております。 

 たまりんの新ルートでの運行には、運輸局の認可が必要となり、バス事業者や道路管理者、利用者

や住民代表などの地域関係者の合意形成の場として地域公共交通会議を開催し、協議が調った後に運

行申請を行うこととなります。でいきますと、最短でもことしの７月からの運行となりますので、そ

れまで地域の皆さんに広報し、ご理解とご協力をお願いする次第でございます。 

 次に、協働によるまちづくり推進の今後の展望について問うの質問にお答えいたします。まず、協

働によるまちづくりの推進は、玉村町自治基本条例の基本理念の一つとなっており、まちづくりの基

本であると考えております。備前島議員からも住民活動サポートセンター「ぱる」が積極的に利用さ

れていることや、利用者の互選によってぱるの運営委員会が設立されたことは、住民の皆さんがみず

からの手でまちづくりや町おこしを担いたいという意思のあらわれであるとの評価をいただきました

が、町としてもまさにそのとおり、同感でございます。 

 ご質問にありました岩倉自然公園の有効活用につきましても、今まで河川区域を町が国から占用許
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可を受け、多目的の公園として遊歩道、芝生広場、野球場、キャンプ場、グラウンドゴルフ場などを

整備し、芝生の刈り込み、雑草の除草、樹木の剪定、枯れ木の伐採など管理に重点を置いてきました

が、このぱるの運営委員会からの発議によって、この公園をもっとたくさんの人に知っていただき、

利用していただくために、環境整備とイベントの開催を一連の取り組みとすることや、この事業を住

民活動団体や地域住民の方々と町とが協働して行うことが話し合いで決まったということは、協働に

よるまちづくりのモデルになると考えております。 

 町としての協働によるまちづくりの今後の展開についてでございますが、その推進に必要な経費の

財源に充てるため、玉村町協働によるまちづくり基金を創設し、行政だけでは解決できない地域課題

を住民と協働して解決しようとする仕組みづくりをより積極的に進めてまいりたいと考えております。

なお、同基金の具体的な使途につきましては、町と住民活動団体等が協働して事業を実施する場合に

補助金を交付する「協働によるまちづくり提案事業補助金」を初めとする協働推進事業にこれを充当

していく。また、基金の趣旨に沿う事業メニューを今後も住民の皆様から創出していただき、またそ

れを町としても支援をしていくという考えでございます。 

 続きまして、国際交流協会の担うべき役割と展望についての質問にお答えいたします。玉村町国際

交流協会は、平成７年２月に当時の第３次玉村町総合計画に基づき、行政や民間団体、町民一人一人

が相互に連携し、協力しながら、国際交流を推進し、地域の振興と活性化を図るとともに、世界に開

かれた玉村町の実現を目指すために、その拠点となる中核的な組織として、町の発議で設立をされま

した。ことしで１８年目になります。現在の会員数は、個人で２５名、団体が２団体、またそれに加

えて協会が行う日本語教室へ登録している外国人の参加者が２５名でございます。これは、会員以外

でございます。設立当時は、会長に町長が、副会長に議会議長及び区長会長が就任し、町の国際化を

担う機関としての位置づけでございましたが、平成１９年度の会則改正により、主に在住外国人への

支援をするという視点で、地域での多文化共生を推進する自立した住民活動団体として、外国人との

交流や多国籍の方同士がお互いに住みやすい地域づくりを進めるための事業を行うこととなりました。 

 一方、主に役場での手続などを記載した「くらしの便利帳」や「ごみの出し方」パンフレットの外

国語訳の発行などの町としての行うべき国際化施策や外国人支援施策と明確にすみ分けができました。

会則改正後も協会の公益性を認め、活動費を助成したり、イベントの開催に協力したりするなどで支

援を続けてまいりましたが、自立した団体ですので、町が直接的に協会の担うべき役割についてのコ

メントをする立場ではありませんけれども、備前島議員さんの言われるとおり、町内に在住する外国

人の数に対しては、まだまだ会員数や外国人の参加者が少ないのが現状でございます。この点につき

ましては、協会の存在をより広く知ってもらい、会員数や外国人の参加をふやすため、「会報エモー

ション」を年２回発行したり、ホームページを開設したりすることで情報を公開しているほか、イベ

ント開催時にはチラシやポスターを公共施設や町内店舗などへ設置してもらうなどで周知を図ってお

ります。 
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 また、勤労者センター全館を使って毎年開催している国際交流カフェは、日本語教室への外国人の

参加に自国の観光、文化、料理、芸能、情勢などを紹介、体験し、披露、提供してもらうことで、主

催という立場で参加をしていただくこともねらいとしていますので、外国の方の参加者への会員のサ

ポートが必要不可欠であると考えております。現在の会員数で考えますと、今以上の規模での開催は

協会としては必要ではないと考えているようです。しかしながら、せっかくのイベントですから、一

人でも来場者がふえるような工夫は今後も必要ではないかと考えております。このほか、団体会員で

ある県立女子大学国際交流クラブ所属の学生が、中央小学校が行う日本語教室へ出向き、外国人の小

学生へ日本語を教えるサポートを定期的に行うなど活動が広がりを見せていますので、町としても今

後も積極的なサポートを続けていく予定でございます。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） 自席より２回目の質問をさせていただきます。 

 大澤知事も群馬の知名度が最下位ということで、日本全国の中で最下位です。群馬を世界に売り出

すために中国、韓国、台湾を回って、非常に情熱的にＰＲをしております。町長もいせさき新聞で、

観光分野で玉村町を全国にアピールするということでいせさき新聞に載っておりました。平成２６年

度には広幹道が開通し、高崎、玉村、伊勢崎、太田が１本の道路でつながる意義は多いというふうに、

このようにいせさき新聞に書いてありました。確かにここ４年間で玉村町を取り巻く環境、そして町

に入ってくる人たちが非常にふえてくるということ、これは予想ができます。そこで、玉村町、今ま

で行ってこなかった観光推進事業、それに本年度は３６５万円の予算をとって、そしてホームページ

を立ち上げたり、マスコットキャラクターを募集したり、観光ブースをつくるということであります。 

 それで、町を知ってもらうということで先ほども話にありましたけれども、花火を活用して何とか

町おこしができないかということで、日本で１０番目の指に入るという花火ですね、それを一生懸命

守り立ててやっていこうという、それはもちろんとてもいいことであり、それを推進していってほし

い。そのために力を惜しまず私たちも取り組んでいくつもりでいるのですけれども、その花火をどう

生かしていくのかという若手プロジェクトチームがいろいろ策を練っているということでありました

けれども、町としては花火だけではなくて、花火はたくさんの人に来てもらって、そして見てもらっ

て、きれいだったと言って、そして帰ってもらうだけでは、そこには経済効果が何も生まれないわけ

で、排気ガスだけを落としていってしまわれると、悪い言い方をしますとね。そういうことになりま

す。ですから、花火が一番玉村町の目玉であるならば、花火を見に来た人たちがそこでどういうよう

な玉村町の特産品を買って、お土産を買って、そして経済効果なりそういうものを落としていっても

らうかということが必要ではないかと思うし、また町ではそういうふうに取り組んでいかなくてはな

らないと思いますけれども、その特産品の開発、そしてお土産、そういうものに対してはどのように
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取り組んでいくつもりでありますか。 

◇議長（浅見武志君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 高井弘仁君発言〕 

◇経済産業課長（高井弘仁君） 町の特産品についてでございます。昨年群馬ＤＣのほうで大分花火

のときに特設の販売ブースをつくりまして、そちらのほうに町の商工会を初めＪＡ関係が参加してい

ただきまして、特産品の販売等をさせていただきました。当初は余り人が来ないのではないかと心配

しておったのですが、終わってみましたら大盛況でありまして、かなりの方々がこちらのほうのブー

スに来ていただきました。そんなようなことをいろいろ経験してきまして、この次の花火のときにも

そのようなブースをもう少し大々的に行えるような施策を今検討中でございます。 

 それから、特産品につきましては、昨年、おととしからいろんなイベント、産業祭を初めいろんな

イベント等に出しております。幾つかありますけれども、玉村町につきましては農産物でいいますと

やはり米でありまして、米粉を使ったクレープとか、それからいろいろな米粉以外ではジェラートの

中に玉村町の特産品のものを入れたりしたジェラートづくりとか、いろんな加工品のほうの作成に力

を入れてきております。また、平成２４年度につきましても当初予算の中でその辺の特産物の開発の

経費もつけておりまして、まだまだ新しい部分があれば、その辺の開発を進めていくということで今

進んでおるところでございます。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） 他市のどこのホームページでも、必ず観光のホームページを見れば、そ

こにはまず観光、それから宿、そして食、そういうものがみんなそろっているのです。ですから、観

光のホームページを今回立ち上げてＰＲしていくということであれば、そこには必ず食べるもの、そ

して宿、宿泊所は玉村町にはありませんけれども、食べるということは非常に大切な重要なポイント

であります。ですから、今言われましたように、米を使ったクレープですとかジェラートですとか、

そういうものを花火大会とどういうふうにコラボしていくのか。そして、それをどういうふうに売っ

ていくのか。そういうことも町内の人だけの集まる場所の販売ではなくて、その花火大会とどのよう

に絡めて、そして玉村町以外の人たちが玉村町に来た場合に、その人たちにどうに宣伝していくのか。

そういう宣伝力がこれからは必要になってくると思います。玉村町は、ほかにも観光としましてはゴ

ルフ場がありますから、日中はゴルフをして、夜は花火を楽しんでもらうとか、そこまでやはり考え

ないと、花火だけ来てもらって帰ってもらったのでは何の経済効果も生まれません。経済効果を生む

方法を町としては真剣に取り組んで、そしてそれをぜひうまく軌道に乗せていただく。そのための今

年度は新しいそういう試みの年であるかと思いますが、町長、その辺いかがですか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 
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◇町長（貫井孝道君） まさにそのとおりかなと思うのです。ただ、花火、今までは花火を上げる。

これは玉村町の町民の皆さんにその花火を見ていただいて、楽しむということで花火大会をしてきま

した。これが、これだけ全国に名前が出てきて、全国からたくさんの人が来るということでございま

すから、この花火を上げるだけではなくて、この花火をいかに使って、今言った経済効果と言ってい

ましたけれども、経済効果を上げていくかということと、玉村町の町おこしに使っていくかというこ

とは大事だと思っております。ですから、先ほど笠原議員さんが言ったときに、玉村町には宿がない

という話をされましたときに、私が考えたのは、花火を見たら伊香保温泉へ１泊いかがですかという

伊香保の宣伝をしてやるのも、これは一つの玉村町の仕事かなと思っておりますし、草津でもいいで

すね。今議員が言ったとおり、昼間はゴルフで、夜は花火で、泊まりは伊香保でということになれば、

これはかなり群馬県にお金が落ちるわけで、群馬県に対する経済効果の役目もできるということで、

本当に玉村町だけではない大きな夢というのか、力になるかなというのがあります。そういうふうな

ことを総合的に今考えていきながら、この花火に対する気持ちを盛り上げていくということが私は大

事かなと考えております。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） 先日の新聞にも載っていたのですけれども、女子大の国際コミュニケー

ション学部の生徒が、群馬を海外へ向けてＰＲする提案を県へ提出しております。この群馬の製品を

購入してもらう、観光客を誘致するという研究をしてきたゼミの生徒たちが、水沢うどんですとか、

月夜野の桐ダンスの木工品に注目して、そういうものをどんどん中国などへ宣伝していこうというこ

とで、女子大も随分そういうことを研究しているのです。ですから、せっかく玉村町にある女子大で

すから、群馬の特産品、名産品をせっかくそういうものを研究して世界に売っていこうとする女子大

生と町がぜひコラボをして、そして玉村町のいろんなものを一緒に売っていってもらいたい、宣伝し

ていってほしいと。女子大生はいろんなところから、遠くから随分来ているのです。ですから、そう

いう人たちに知ってもらうためにも、ぜひこの女子大とのコラボも検討していただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 最近特にその女子大生が県内至るところに出没して、地域の活性化に力を出

していますね。高崎経済大学もそうですけれども、女子大は結構活躍しています。これは玉村町が本

拠地でございますので、玉村町も女子大との力を活用するというのは、去年女子大との契約、お互い

に協力をしようということで協力契約を結んでおりますので、これは女子大の力を使うというのは、

これはもう本当にいい形でございますし、今後ともそれをもっともっと広めていくと。県内至るとこ

ろにいる女子大生でございますので、それを玉村町に持ってきていただくということは、これは必要
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だと考えております。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） 出没と言うと女子大生はがっかりされますね。熊ではないのですから。

あんなかわいい子たちですから、ぜひ協働でコラボでやっていただきたいと思います。 

 それと、あとせっかくですから山ノ内町ですとか昭和村ですとか、そういう村の人たちと玉村町と

婚活をしながら、昼間は婚活をして、そして花火を見るとか、みんなで浴衣を着てきてください、浴

衣コンテストをするですとか、その花火大会プラスアルファのものを一生懸命考えていただいて、そ

して玉村町を全国に売り出していくために皆さんで知恵を出し合っていいものにしていきたいと思っ

ておりますので、あらゆる角度から、これはだめ、あれはだめというのではなくて、あらゆる角度か

らどうにかできないか。そして、できれば人口を生むように。人口を生めばもっといいですね。例え

ば昭和村の人がこちらの玉村町にお嫁に来てくれるとか、そういうものがあれば、さらに経済効果プ

ラス人口効果ですから、そういう角度からも取り組んでいただきたいと思っております。 

 それで、次はたまりんにいきます。これは利用者が１８年から見ますと４，５００人ぐらい減って

いる。この減っている理由はどのようにとらえておりますか。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） 実際平成１８年がピークで、その後徐々に減ってきております。

この中で原因が何かということでございますが、先ほど町長の答弁の中にもありました。今後高齢者

の免許返納に対する援助とかそういうものを考えていこうという中で、免許の返納者等を調査いたし

ました。そういう中では、やはり玉村町では高齢者の免許返納者というのは１年に数人しかいないと

いうような状況だそうです。そういうことから考えていきますと、今までたまりんのお客さんとして

乗客として乗っていただいたお客様が、逆に言えばだんだん外へ出なくなったとか、そういう条件で

若干減ってきているのかなと。また、逆に新しいお客様がふえていかないというような状況で、徐々

に乗客数も減ってきているのかなというふうに感じております。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） 数年前にアンケートをとったと思うのですね、たまりんに関する利用客

の。そのアンケートの結果ではどういうものが要望が多かったでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） 数年前にアンケートということでございますが、平成２１年に

アンケートをとらせていただいています。その中では、やはり利用されている方というのが女性がほ
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とんど主流だということでございます。女性が７６％に対して、男性２４％、年齢的にもやはり７０代

が非常に多い状況です。７０代、８０代、次いで６０代というような状況の方に利用していただいて

いるというような状況でございます。それと、今のバス停がもっと近くにあれば助かるとか、いろん

なお話も出ています。また、路線についてでございますが、路線についてはやはり直行便をつくって

ほしい。高崎駅直行便、伊勢崎駅直行便、新町駅直行便をつくってほしいとか、そういう回答も出て

おります。この直行便については、なかなか駅直行便というのは、今現在事業者が運行しているバス

がございますので、これについては非常に難しいということがございますが、そんなようなものもご

ざいます。また、町内のスーパー等にもできるだけ寄ってほしいとか、そういうアンケートの中では

回答がございました。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） 永井バスの既存の路線があるので、駅までの乗り入れが難しいというこ

とは、今までも何度もそういうふうに答弁をもらっておりますけれども、高崎市のぐるりんは高崎駅、

新町駅に乗り入れておりますね。既存のものがあるにもかかわらず、高崎市のぐるりんは駅へ乗り入

れているのですが、たまりんはどうして高崎駅、新町駅に乗り入れられないのでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） ただいまの直行便の駅のリレーということでございます。高崎

駅、伊勢崎駅につきましては、群馬中央バスさんが運行を現在行っております。こちらにつきまして

は、やはりその事業者の許可というか、了承を得られないと乗り入れが難しいという状況がまず１点

ございます。 

 それと、先日も高崎市と協議をしてきたわけですが、高崎市もやはり高崎市のぐるりんという循環

バスを持っています。そういう中で、高崎市のルートを今高崎養護までうちのほうが行っておるわけ

ですが、それをもう一つ西、黒沢のほうへ伸ばしたいということでお話をさせていただきに行きまし

た。そのときに、黒沢病院のヘルスパーククリニックまでだったら高崎市も了承しますけれども、そ

れより西へ来られると、私どものぐるりんとまた競合してしまうので、それは勘弁してくださいと。

一番西はこの黒沢病院までということで高崎市からもお互いに乗り継ぎを行って、よりよい連携とい

うのですか、そういうものでこのバスを運行していきたいというお話もいただいていますので、なか

なか直接乗り入れている事業者等との協議が調わないと、その路線が設定できないというのが現状で

ございます。そういうことで、現在高崎市、伊勢崎市についてはやはり直行便は難しい。 

 また、新町につきましても永井運輸、これはたまりんの運行事業者でもございますが、やはり独自

の路線ということで永井運輸が玉村町役場、新町駅という路線をただいま運行しております。そうい

う中で、やはりこれでたまりんが直行便を運行しますと、その実際の今走らせている事業者の路線が
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大分影響を受けてきてしまうので、やはりあくまでも我々の営業のバスの中にお任せをいただきたい

というお話をいただいています。そういう点で、なかなか３つの駅に行くのは難しいという状況にな

っています。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） 群馬県は、車の保有率が全国でトップであります。車依存型社会とでも

いいましょうか。近隣市の中でも、玉村町は特に通勤、買い物に車を使う人のパーセンテージが非常

に高いです。高崎市、伊勢崎市、前橋市などから比べてです。玉村町の中を車で動く人が非常に多い

ということです。今まではこの５年間、ずっとたまりんの利用客が減ってきてはいますけれども、私

今後は高齢化社会に伴って、玉村町でも足となるのは、やはりたまりんが重要な役割を果たすのでは

ないかと思っています。そして、特に高齢者がふえていきますから、病院と買い物、そういうものが

非常に困ってくるわけです。そういう人の足となるように取り組んでいかなくては、考えなくてはな

らないと思うのですけれども、今まではちょっと減ってきても、これからは確実に私は伸びていくと

思います。ですから、その利便性ですね、それを利便性をどのように考えているかということで、今

回は病院へ高崎市の黒沢病院へ乗り入れるということで、非常に病院へ通う人の足となると思ってう

れしく思っております。私は、重田課長が生活環境安全課の課長のときから、たまりんを黒沢病院へ、

真中クリニックへ、そして高瀬クリニックですか、そちらのほうへぜひ病院に行く人が多いので、そ

ちらの行く人の足になってほしいというふうに訴えてきました。今まで高崎市方面は昭和病院までで

あって、そして高崎市のぐるりんとの接続が悪くて、その先がなかなか進まなかったわけであります

けれども、黒沢病院へのルートがついたということは、非常にこれから病院に通っている人、現在も

通っている人、そういう人にとってはいい足になっていくのではないかというふうに思っております。 

 そして、現在のたまりんを調べてみますと、７時の便という便があるのですけれども、７時１０分

ほどの南コース便で例えば役場を出て、中央クリニックに行くとかという場合、必ずそれぞれの便に

病院はあるのですけれども、朝７時１０分に出て中央クリニックに着くのが７時３８分。こういう７時

の便は、７時３８分の便とかとなりますと、中央クリニックなどまだあいていないのです。だから、

本当に病院に行く方が、交通弱者のためのたまりんでありますから、やはり高齢者という観点は今も

利用者の説明がありましたけれども、７０代、８０代の方がやはり多いということであれば、病院へ

のルート、そして買い物のルート、そういうものを今後は重点的に見詰めていく必要があるかなと思

うのですけれども、その７時なんかの便はこういうものは見直しが私は必要ではないかと思いますけ

れども、いかがでしょう。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） ただいまのお医者さん等に行くのに７時にはお医者さんが開い
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ていないので、必要ないのではないかということでございます。そういうものもいろいろ今現在走ら

せているたまりんの乗務員と実際使われているバス停、全くお客様が利用していない時間帯とかそう

いうものも調査を現在して、今後のダイヤの編成に考慮していくというふうに考えています。とりあ

えず今度の次回のダイヤ編成には土、日、休日ダイヤというのですか、それについてはまずひとつ取

り入れていくという考え方がございます。また、お医者さんの近くでも一般の家庭等もございます。

そういう中で利用されているお客さんもいらっしゃいますので、そういう方のまた足を奪うわけにも

いきません。そういう中で、実際のお客さんの調査をしながら考慮していきたいというふうに考えて

います。 

 よろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） 今後は、今までは１０人しか乗らなかったからそれをやめるというので

はなくて、今度は３０人乗るようにどのように考えるかということが大切だと思います。それが住民

サービスだと思いますので、病院だけを回る線ですとか、スーパーだけを回るようなコースですとか、

あらゆる角度から住民の足となるように。高齢者には免許証を返上してほしいということも伝えてい

るわけでありますから、これからはそういう高齢者の方のためにあらゆる角度から見直し、対策を行

っていただきたいと思います。 

 そして、今度広域幹線道路ができまして、高崎市のスマートインターのところにはバスターミナル

ができますが、将来的にはバスターミナルとの接続はどのように考えているのでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） その点につきましては、またインターができてバスターミナル

等ができる。また、町では道の駅とかそういうものを検討しているということもございますので、そ

れはまた今後のダイヤ改正に反映をされていくのかなというふうに考えております。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） わかりました。 

 時間がありませんので、次に住民活動サポートセンターのことについて、協働によるまちづくりに

ついてお伺いいたします。住民活動サポートセンターのぱるができて３年目であります。初めは登録

団体も少なくて、それぞれの団体がサークルだったので、趣味を広げるために皆さん活動していて、

最初会議等で集まったときにも、「一体何をするのですか、私たちが」というような、私も第１回か

ら参加しておりますけれども、そういう感じでありました。その人たちがだんだん、だんだん広がっ

てきまして、今は３８団体と個人登録があります。私は、会を重ねるごとに会議をしたりして、また
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意識の啓蒙などをしまして、そういうものが非常に重要であるなというのを感じたのです。今１０回

目ですか、何回目ですか、会議を重ねれば、だんだん住民の意識が自分たちのサークル活動だけでは

なくて、もっとほかのボランティアのために、もっと町のためにというふうにだんだん、だんだんな

ってくることはすばらしいことでありますね。そして、今度は運営委員会が立ち上がって、そして今

度は各団体が一緒に水辺の森をきれいにして、彼岸花を植えていこうではないかという話にまでなっ

ていったわけです。 

 よくよく考えてみますと、水辺の森に何でスポットが当たったかなといいますと、去年の９月の決

算の委員会で、ここで水辺の森はそれだけの予算をつけているにもかかわらず、住民に全然知られて

いないではないか。費用対効果が公園だからあるかどうかわかりませんけれども、もっと知るために、

知ってもらうために取り組まなければならないのではないかという決算のときの委員会でそういう話

が随分出たのです。そういうものを住民の方たちが聞いていて、そういうところへ行ったことがない

から、それはどこにあるのですか。そういうことで、今回そういういいところがあるならば、自分た

ちがもっとイベントを何かしたりして、もっとまちづくりをしていこうではないかということでつな

がっていったわけであります。ですから、情報発信というのはどちら側でも、住民側からでも、また

行政の側からでも、そうした情報発信というのは非常に大切であるなというふうに思っております。 

 そして、今回また協働によるまちづくりで、自由提案型の事業、これ３０万円を３団体にというこ

とで予算づけがしてあります。そして、これも今回のぱるが水辺の森の作業をして、そしてそれを広

めていくということのイベント活動で使っていくことにも、こういうことにも当てはまるのではない

かなというふうに思っております。この住民提案型の事業ということは、非常に住民の意思を尊重し、

そしてやる気を起こさせるという意味で、私はとてもいい事業ではないかなというふうに思っている

のですけれども、でも今回水辺の森の件も、そういうふうに何かのきっかけがあって水辺の森という

のが上がってきたわけであって、住民がただ考えていって、何が私たちにできるだろうかといったと

きに、なかなか住民側サイドからどういうことができるのだろうかという部分が絶えずあると思うの

です。ですから、各課でもこういうものを一緒にやろうではないかという働きかけが、住民への働き

かけが非常に大切ではないかと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 経営企画課長。 

              〔経営企画課長 金田邦夫君発言〕 

◇経営企画課長（金田邦夫君） 備前島議員には協働のまちづくり、またその次の国際交流につきま

していろいろご関心をいただきまして、ありがとうございます。 

 ぱるの現況なのですが、先ほど答弁の中で申し上げましたように、２２年５月に開設して、２３年

度が１，４８７人の方にご利用いただいております。２３年度がことしの２月までなのですが、

２，５９６人ということで、着実にご利用いただいておるところなのですが、議員もおっしゃるとお

り、住民みずからの手でまちづくりを担いたい、担っていきたいというあらわれが着実に出てきてい
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るのかなと思います。振り返ってみますと、昨年のふるさとまつりのお祭り広場で自主的にそこでイ

ベントをやっていただくとか、あとは今度の３月１１日の音楽でつながろうプロジェクトなども、こ

れもまさに行政側からの働きかけでなくて、ぱるに集う方々の自主的なつながりの中でできてきた行

事、プログラムでございます。こういった形で、今まではどちらかというと行政主導で、こういう形

で何かやっていただければ、町は補助金を出しますよと、そういう行政主導のスタイルが多かったわ

けでございます。先ほど話に出ましたように、今度住民提案型のまちづくり事業というのを創設いた

しました。これもちょうどこういう事業を提案したということと、あとは従来から行って、ぱるに集

う方々の活動とちょうどマッチングしたのかなと私は考えております。 

 今後なのですが、やはり今回の水辺の森のプロジェクト以外にも、何かほかにも町としてもそれぞ

れ各課の中で課題があろうかと思います。その課題を住民と協働して何かできるものがあるかどうか、

その辺の模索などもしていきたいと思っております。そのためには、職員の研修もやはり必要になっ

てくるかと思っております。従来の行政執行のやり方とは少し、少しどころではないですね、大幅に

趣が変わってまいります。でありますから、ことしの１月に高崎経済大学の先生に来ていただいて、

まず基礎的なところから研修を全職員対象に行っております。これも今年度も予算に計上させていた

だいておるわけなのですが、職員の研修も引き続き続けて、具体的にどういう形で協働していくかと

か、協働することの効果、メリットなども職員の中で理解ができるような方向で研修をしていきたい

と思っております。でありますから、職員側も研修いたしますし、また住民の方々にもそういう提案

型の事業なども制度をつくりながら、協働のパートナーとしての両方でいい関係になっていけるよう

なものにしていければと考えております。 

 以上でございます。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） そうですね。職員の方の意識のアップ、そしてボランティアに対する意

識の啓発ですね、そういうものも進めていってほしいと思いますし、また会員も多いにこしたことは

ないのです。だんだん、だんだんボランティアといいますと、出てくる人が大体いつも同じという形

になってしまいますので、生涯学習活動をしているグループの人たち、そういう人たちへの働きかけ、

そしてお知らせ、そして参加ということもぜひ引き続きこれを行っていただきたいと思っております。 

 時間がありませんので、国際交流協会のほうにまいります。先ほど町長の話の中でも自立した活動

団体になってきたということでありますけれども、この国際交流協会は、日本語教室、この日本語教

室は毎週金曜日７時半から９時まで、毎週金曜日に行っております。どんな人が日本語教室に来てい

るかといいますと、企業に研修に来ている外国人の若者、仕送りをしながら技術を磨いて、母国に帰

って技術者として働くような人、こうした若者は長く日本に滞在しているわけではなくて、１年か２年

で祖国へ帰っていきます。フィリピンやインドネシアの人たちが多いです。そしてまた、結婚して日
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本に来て、日本に住んで数年になりますけれども、日本語検定で級をとりたいとか、スキルアップし

たい、看護師の資格を取りたい、そういう人も来ております。最近では、親子で参加して、小学生が

宿題を持ってくるのです。親子でお母さんは漢字を勉強し、子供は宿題をやるというそういう子供た

ちも来ております。また、中には留学生もおります。多い日には２０人ぐらい外国人の方が来て、そ

の人たち一人一人にボランティアがついて、そして日本語の勉強を教えているわけです。ですから、

非常に私はボランティアがたくさん玉村町の中にあると思いますけれども、毎週毎週お茶１本も飲ま

ずに７時半から９時まで毎週、ほとんど主婦の方です。毎週、夜出かけてきて、日本語を教えている

このボランティアのスタッフの方には、私は本当に頭が下がる思いでありますし、また私も一昨年か

らこの日本語の研修を受けて、そして研修を受けた後に登録して参加しているのですけれども、その

ときに１０名ほど参加しましたかね。そういう人たちの中で残っている方は３人なのです。ですから、

やはり会員も少ないです、現実問題として。でも、その人たちが地道にこの玉村町に住んでいる外国

人をサポートしているのです。私は、町長にいつもこの方たちをねぎらってくださいよというふうに

申しているのですけれども、本当にすばらしい地道な活動を続けてくださっております。 

 この人たちの活動はといいますと、毎週金曜日の日本語教室、それと国際交流カフェですね、外国

人が自分の国の料理でおもてなしをしたり、外国人のお国のダンスを披露したり、そして日本の着物

を着てもらったり、外国の民族衣装を着てもらったりして、そのカフェで１日楽しんで、どちらかと

いうとこのカフェは、日本語教室でいつもお世話になっているから、今度は私たちがお返しにダンス

を披露したり、そして自分の国のお料理をして、そして皆さんに召し上がってもらっているという趣

旨のものであるようですけれども、そういうものをやっております。あとバスツアーで交流を深めて

います。外国人は自分で車を買ってどこかに観光に行くことはできないので、町のバスを使わせても

らってバスツアーをしております。女子大生も大変参加してくれております。ですから、七夕のフェ

スタですとか、ひな祭りですとか、日本の文化を紹介したりするために女子大生がいつも取り組んで

くれております。産業祭でまた国の料理を販売しております。 

 この予算なのですけれども、以前は１００万円ほどの予算が国際交流協会は組まれておりました。

それが７０万円になって、２３年度は３８万円、また新年度は３６万円ですよ。どんどん、どんどん

下がる一方で、この予算とその産業祭への料理の売り上げと、そして私たちボランティアの会費、年

間１，０００円払っております。これがすべての活動資金であるのです。どうしてこれだけの玉村町、

これから国際化が進んでいく中にあって、国際交流協会の果たすべき役割も非常に重大だと思ってお

ります。大層なボランティアで支えてくださっております。どうしてこの協会の資金がどんどん、ど

んどん減らされていく。このことについては町長、どのようにお考えですか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 大変な有益な団体であるということは認識しております。ただ、今予算の件
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がありまして、予算が減らされているということでございます。こういう団体を長続きさせていくと

いうことが一番必要でありますし、そこにいるボランティアの皆さんが本当に誠心誠意、一生懸命外

国から来た人たちを日本として歓迎をしているということで努力をしてくださるということは大変あ

りがたいことだと思っております。 

 町としても、今言われたとおり、援助していたわけでございますけれども、私も１９年までは会長

という形でおりましたけれども、１９年で会則が改正になりまして、一応独立をする団体であるとい

うことで、町長は外れたほうがいいのではないかということで外れたわけでございます。外れたから

予算を減らしたということではない。その辺は了解していただきたいなと思っております。今後そう

いう必要なものであるとすれば、町としても援助をしていくということで、先ほど申したとおり、町

としても最大限の援助をしていくということでお約束をしたわけでございますので、今後もその辺は

十分理解をしていっていただきたいと思います。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） 先ほど会費ということで話をしましたけれども、個人会費が年に

１，０００円、私たちも払っております。それで、企業に研修に来ている外国人の若者たち、本来な

らば企業が通訳をつけて、その人たちを受け入れるわけなのですけれども、なかなか中小企業、その

通訳をつけて、外国人の人の日本語サポートができないですね。それを国際交流協会の人たちがかわ

りと言ってはなんですけれども、その人たちも全部引き受けて日本語教室を開いているわけですから、

できれば企業へのバックアップというものも町から取り組んでもらいたいと思うのです。そうします

と、団体の登録ということで年間５，０００円であります。ですから、その人たちの外国人も町の国

際交流の人たちが日本語を面倒見ますよ、サポートしますよ、ですから団体登録をして、これは

５，０００円でありますけれども、そしてそういうものに携わってほしいという、協会に関心を持っ

て携わってほしい。これは、行政からぜひ町内にあります企業へそういうお知らせをして、そして会

員登録をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。午前１１時２５分に再開いたします。 

   午前１１時１１分休憩 

                                         

   午前１１時２５分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 次に、８番三友美惠子議員の発言を許します。 

              〔８番 三友美惠子君登壇〕 
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◇８番（三友美惠子君） ８番三友美惠子でございます。傍聴の皆様、雨の中ありがとうございます。

もうすぐ１２時になりますので、なるべく早く、執行の皆さんには簡潔でよい返事をいただければす

ぐに終わると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、平成２３年３月１９日、北関東自動車道の高崎市から茨城県ひたちなか市まで１５０キ

ロが全線開通し、９０分で行けるようになりました。群馬県庁から茨城県庁まで一般道と比較すると

２時間３０分も短縮されたそうです。また、東毛広域幹線道路も平成２３年６月１２日に高崎玉村バ

イパスが開通しました。開通３カ月の交通量調査によりますと、綿貫北交差点から上飯島交差点まで

は約７分の短縮となったそうです。また、国道３５４号及び高崎伊勢崎線の交通量がともに２割減少

し、下新田交差点の渋滞が緩和され、安全性が向上したという結果が出ていました。平成２５年度に

は高崎・玉村インターチェンジも開通予定であり、東毛広域幹線道路も平成２６年全線開通の見込み

です。また、前橋みなみモールにおいては、昨年９月にコストコを初めとして大型店舗が続々と開店

しています。上川淵周辺は前橋日赤の移転先としても候補に挙がっています。このように、玉村町を

取り巻く環境が大きく変化しています。 

 さて、東日本大震災から１年たとうとしています。私たちは、震災でなくして初めて、当たり前の

ようにあったものがとても大切なものであったということを教えられました。何げなくいつも自分の

そばにあり、空気のような存在であった生活の記憶や家族の写真、景色などは、実は私たちが生きて

いく上でなくてはならない自分の存在を認識する大切なアイテムであり、心のよりどころであるので

す。玉村町は、大きな時代のうねりの中で、これから大きく変わろうとしていますが、これはビッグ

チャンスであるとともに、町にとっては大きな危機でもあります。新しいものを受け入れるとき、ス

クラップ・アンド・ビルドに陥りがちですが、景観や町並みなど安心して暮らせる町の仕組みを変え

ることなく、町の記憶が後世に受け継がれる形で発展させていくべきであると私は思っています。 

 それでは、通告に従い、第１の質問をいたします。利根川新橋促進についてです。平成１０年度に

前橋市及び玉村町で利根川新橋促進協議会が発足し、１４年目に入ります。今までの経緯をお伺いい

たします。また、今後新橋の早期建設のため、町はどのような施策を考えているのか、お伺いいたし

ます。 

 次に、第２の質問です。町の危機管理体制の構築についてです。平成２１年滞納処分取り消し等請

求事件について、平成２２年５月２１日の監査報告意見の中に、「こうした問題の発生を防ぐために、

関係各課のさらなる連携と慎重な行政事務の執行に努めるよう、事務の改善を検討されたい」とあり

ましたが、その後の検討の経過と改善策を具体的にお伺いいたします。 

 続きまして、第３の質問です。第４期玉村町高齢者保健福祉計画・介護保険計画の検証についてで

す。第４期の玉村町高齢者保健福祉計画・介護保険計画は、平成２１年度から２３年度であり、この

３月に終了いたします。平成２４年度からは新しい計画作成に際し、事業達成の状況などの検討や検

証がどのように行われ、平成２４年度以降の計画にどのように反映させていくのか、お伺いいたしま
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す。 

 その中で、高齢者の憩いの場の確保という項目がありますが、これは玉村町老人福祉センターを利

用するということであるようですが、広い意味での高齢者の居場所づくりについてはどのように考え

ているのか、お伺いいたします。 

 以上をもちまして、第１質問といたします。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） ８番三友美惠子議員の質問にお答えいたします。 

 まず、利根川新橋建設促進についてでございます。圏央南部地域連絡道路・新橋建設促進協議会の

今までの経緯についての質問ですが、本協議会は平成１０年度に利根川新橋建設促進協議会として会

が発足して、平成１４年度には前橋市と玉村町に当時の新町を加えまして、現在の圏央南部地域連絡

道路・新橋建設促進協議会となり、現在まで活動を続けてきております。主な活動については、毎年

度構成団体である前橋市、高崎市及び玉村町の関係者により、主要地方道前橋玉村線より南につきま

して、県道昇格して利根川新橋の建設促進並びに高崎市新町への延伸及び烏川新橋の建設促進につい

て、県に対して要望活動を行っております。特に利根川にかかる新橋を含む区間につきましては、建

設促進区間として要望しているところでございます。 

 次に、早期建設のため、町はどのような施策を考えているのかについての質問ですが、経緯のとこ

ろで説明しましたように、毎年県に対して県道昇格の要望と、特に利根川にかかる新橋建設区間の整

備促進を要望しているところでございます。また、町の事業としましては、東毛広域幹線道路から主

要地方道高崎伊勢崎線までの間について、既に４車線分の用地を確保し、現在暫定２車線で供用を開

始しているところでございます。一方、前橋市側については、主要地方道前橋玉村線から利根川左岸

まで整備され、供用している状況となっております。関係市町で整備が進められる区間については整

備を進めており、残すところは要望活動を行っている建設促進区間となっている状況でございます。

今後も県に対して関係者と連携をとりながら、要望活動を進めていきたいと考えておりますので、今

後も議員の皆様のご協力をお願いいたします。 

 次に、町の危機管理体制の構築についての質問にお答えをいたします。まず最初に、三友議員さん

ご指摘の監査報告書における監査委員の意見とは、平成２２年５月２１日付にて玉村町長に提出され

た「随時監査報告」の中における、「前橋地方裁判所平成２１年（行ウ）第２号、同年（行ウ）第７号

滞納処分取り消し等請求事件にかかわる事務全般について」として監査を行ったときの監査委員から

の意見として記述されている部分の内容としてお答えいたします。 

 今回のような不服申し立て等が提出された場合には、「玉村町法令審査委員会規程」により設置が

定められている「玉村町法令審査委員会」において審議をすることとなっております。同委員会のメ

ンバーとしては、「委員長には副町長が当たり、その他の委員として総務課長、役場の課長職及び係
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長職の職員１０名以内とし、町長が任命した者」となっており、審査の手順といたしましては、異議

申立書が提出された場合、最初に総務課にて受け付けを行い、その後総務課より該当課に対し内容確

認を行い、その後委員会に案件として提出し、審査を行っております。委員会の審査については、事

務の説明として、必要に応じて主管課長及び担当者に説明を求めたり、また意見を求めたりします。

さらに、弁護士から意見を求めることもあります。今回の問題になった事案についても同様の手順で

行い、関係法令に基づき、適正適法に行われたことは、同監査報告書の中にもあるとおりでございま

す。 

 ただし、三友議員さんご指摘のように、監査委員さんより「関係各課のさらなる連携と慎重な行政

事務の執行に努めるよう事務の改善をされたい」との指摘を受けておりますので、今回の事案を契機

として、従来は法令審査委員会における審査の過程において法的な判断のみに偏りがちでしたが、委

員として他部門の課長・係長が参加しておりますので、それぞれの課の立場に立った、より多面的な

角度から考えるなどの総合的な判断のもとに結論を出すこととしております。今後も「国及び地方自

治体の行政行為」に対して、行政不服申し立てあるいは行政事件訴訟等が増加することが考えられま

すので、当町としても法令審査委員会のさらなる充実と、弁護士等関係機関との連携を図り、役場と

しての公平・公正、適正・適法な対応ができる体制を整えていきたいと考えております。 

 次に、第４期玉村町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の検証についての質問にお答えいたし

ます。この計画については、３年ごとに見直しを行っており、第４期の計画期間が平成２１年から平

成２３年度となり、平成２４年度からの３カ年が第５期計画の期間となります。第４期計画では、「だ

れもが健康的にそれぞれ生きがいを持ち、住みなれた地域で安心して暮らせる社会の確立」を目指す

第３期計画の基本目標を踏襲し、「環境と介護が必要な状態になっても、尊厳を持って自宅で自立し

た生活を送ることができる社会を目指すこと」と、第４期計画においてもあわせ目標とし、取り組ん

でまいりました。第５期計画においても継続する考えでございます。 

 高齢者の増加、またそれに伴い介護認定者数もふえております。認知症や介護を要する状態になる

ことを防ぎ、要介護状態になったとしても悪化させない生活機能の維持・向上を図り、心身ともに良

好な状態で生き生きと暮らすため、「健康な状態の維持・継続」の取り組みとして、現在当町では筋

力向上トレーニング事業を中心に各種健康診断や健康管理、教室、疾病予防、スポーツ・運動の推進

などを進めてまいり、特にこの筋トレについては現在３２の地域で実施をされております。しかしな

がら、介護サービスの需要については全国的にも拡大しております。高齢者世帯の増加、介護者自身

が高齢化する老老介護、介護者までもが認知症となる認認介護、閉じこもりや家庭での介護力の低下、

家族介護の負担増加等から在宅サービスの必要性がより高まってきており、各種事業が家庭外とのつ

ながりを持つきっかけとして役立つことを望んでおります。 

 介護認定者数については、平成２１年４月で９４５人、平成２４年１月ですね、今年１月では

１，０８２人と、第４期が始まり、現在までに１３７人の認定者数が増加しております。「第４期計
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画」では、平成２１年度から２３年度までに１４９人ふえる予想の１，１７５人となっており、第４期

最終年度末の認定者見込み人数については、計画よりは若干下回ることが予想されております。認定

者数のうち７５歳以上が８０％、４０歳から６４歳までの第２号被保険者で認定されている方が約

５％となっています。 

 また、給付状況から、認定者のうちの８割以上の方が、何かしらの介護サービスを利用している状

況でございます。これらの介護サービスに対して、介護保険料や補助金等をもととし、町からサービ

ス利用の９割の給付費等として、この３年間で約４１億円を給付することが見込まれています。社会

全体で支えるこの社会保障の一つである介護保険制度を維持・継続するためには、ますますふえ続け

る介護需要をいかに介護サービスに頼らないものにするかということも重要であります。予防事業の

継続が最重要であると考えております。 

 第４期計画期間中の施設につきましては、平成２１年４月から介護つき有料老人ホームが４０床、

平成２２年４月から特別養護老人ホームが５０床、平成２２年度中に小規模多機能型居宅介護施設

１施設、平成２３年度には特別養護老人ホーム２０床、これは今月中にでき上がるということで、増

床される等、このほかにも有料老人ホームや高齢者専用住宅、在宅系サービス事業所等が、介護の需

要が高まっていることからふえてきております。また、特別養護老人ホームにつきましては、平成

２３年５月時点の入所申し込み状況調査で、３０人の「緊急度高」とされている方の入所待ちがあり

ましたけれども、この増床によって緩和につながっていくものと考えております。第５期計画の策定

に当たり、介護保険運営協議会にサービス種類ごとの利用状況や、これをもととする３年間の利用の

見込み等をお示しし、計画を策定しております。今後も拡大すると見込まれる「介護サービスの需要

の把握」と介護サービスに頼らないようにする「予防事業の取り組み」に、町としては一生懸命努め

ていく予定でございます。 

 続きまして、高齢者の憩いの場の確保についてですが、老人福祉センターは玉村町社会福祉協議会

が指定管理者として運営を行っております。利用状況につきましては、平成２０年度が年間４万

３４５人、１日平均１３７．２人でございます。平成２２年度は東日本大震災の影響があったものの

４万２，２００人ということで、１日平均にしますと１５０人の利用となっており、毎年増加してお

ります。今後につきましても利用者の増員を図るためにも、非常に来やすい、また来たい、もっとい

たいと、非常に来た人が満足するようなサービスの提供に努めるとともに、「湯ったりふれあい交流

会」などの自主事業や趣味の教室などの充実を図ってまいります。また、来場者も多いことから、高

齢者への情報発信の場としても有効と考えられ、２２年度から消費者被害の防止、認知症の理解、防

災など関係各課と協力して講話などを行っております。広報では伝えにくい部分も、直接会って話す

ことでよりわかりやすく伝えられるものと考えられ、引き続き情報伝達の重要な拠点としても活用し

ていきたいと考えております。 

 それでは、広い意味での高齢者の居場所づくりについてですが、現在各地区の公民館などで筋力向
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上トレーニング事業を行っており、終了後に参加者同士でお茶を飲み、歓談をしている地区もありま

す。そういったことから、身近な公民館などで筋トレを通して高齢者が集まり、歓談していただけれ

ば、三友議員さんがおっしゃっているような身近な憩いの場に結びつくものと考えています。町とい

たしましても、この筋トレに集まっていただいた方々に歯科衛生士による口腔機能向上指導や栄養士

による栄養改善の健康教育なども行っており、生活機能、これは運動器・口腔・栄養の３点でござい

ます。これの低下の予防について普及啓発を行い、要支援・要介護状態になることを予防するという

ことで、なるべく減らしていきたいと考えております。 

 また、地域包括支援センターによる認知症予防や認知症の理解、うつ予防、消費生活センターから

は消費者被害防止などの普及啓発・情報提供も行い、地域でいつまでも生き生きと暮らしていけるよ

う支援をしているところでございます。筋トレの効果といたしましては、参加し、友人や近所の人と

出会い、会話するだけでなく、脳の血流をふやす効果があり、認知症の予防につながります。当然閉

じこもり予防にも結びつき、来ていない人がいれば声をかけ、様子をうかがいに行ってくれたりと、

希薄になってきた人間関係を再構築できる場としても有効と考えております。今後も引き続き筋トレ

を支援するのはもちろん、筋トレの効果を広報等を通じてもっともっと紹介し、発信することで、こ

の筋トレに本当にたくさんの地域の人が参加をしていただくということを、これからも町としても積

極的にしていく予定でございますので、よろしくご支援のほどお願い申し上げます。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） まず、では新橋促進のところからいきます。 

 １０年から始めていた協議会が、１４年度玉村町と前橋市と新町ということで、今は高崎市となっ

ておりますが、これを促進するのを毎年県道昇格をお願いする、それだけの活動のみでしょうか。ほ

かに何か活動は行っていないのでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 新井淳一君発言〕 

◇都市建設課長（新井淳一君） 当然前橋玉村線から南を県道昇格にして、そのほかに要望といたし

ましては、両崎県道から土手までの区間、それから新橋にかかわる、要望はこれと、それから延長し

て烏川にかかる新橋、これを要望しております。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） 要望活動だけを毎年しているというのでは、なかなからちが明かないよう

な気がいたします。玉村町にとって、この新橋がどうしても必要であるというような、町としてはこ

れを必要だからどうしてもつくってほしいというアクションを起こしたほうがいいということで、東
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毛広域幹線道路から両崎県道までは県道をつくり、県道昇格をしたと思うのですが、その先がまだ未

開発というか、用地買収、その他が行われていないと思うのですが、そこら辺の用地買収については

町は今後どのようにしていこうと考えておりますか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 新井淳一君発言〕 

◇都市建設課長（新井淳一君） 必要であるから十何年も要望しております。これは、県知事、県の

土木整備部長の談話ですけれども、現在県は群馬県の東西線に全力投球していると。これに力を注い

でいると。それからの話になろうかなと、そう思っております。それにしても、前橋南インター付近

の大型商業施設、それと前橋赤十字病院の移転先の関係、あと開通後の東毛広域幹線道路の交通量等

もありますから、県も前向きに考えてくれると思っております。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） 県が前向きに考えてくれるという見通しがあるのでしたら、町はもうそろ

そろ２６年度には東毛広域幹線道路もできるわけです。土地の買収というのも１年や２年でできるも

のではないと思います。もし本当に町がつくろうと思うのでしたら、もうそろそろ用地買収などのア

クションを起こして、町から道ができる準備を始めたほうがいいと思うのですが、どうでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 新井淳一君発言〕 

◇都市建設課長（新井淳一君） その辺の動向を見きわめながら進めていきたいと思います。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） 町長、一言。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 今三友議員さんの言うのはわかります。広幹道から伊勢崎線まではそのこと

で最初スタートしたのです。一応そこでとまっていて、橋が今広幹道の橋を先に玉村町ではつくると

いうことでございます。要望活動だけではなくて、常にそれは県との話の中であるのですけれども、

県のほうも同じ町内に一緒に２つの橋をつくるというのはちょっと無理な話だというのは前から伺っ

ておりますし、県とすれば、まずは広幹道の橋を先につくり、そしてその後具体的にこっちの南部大

橋のほうを考えるというのが、はっきり口では言いませんけれども、話の中では私はそういうふうに

感じております。ですから、県もそろそろこっちの準備に取りかかろうというような、ちょっと機運

が見えてきたかなという感じはしております。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 
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              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） 本当にそういう機運があるのでしたら、町はアクションを起こしてもいい

のではないかと思います。用地買収にかかり、橋ができるということは橋の設計をしてみないとレベ

ルさがわからないので、道をつくることは無理かもしれません。しかし、用地買収を進めていくこと

は、早く道ができることに、決定ができたときにはすぐに道ができると。それから用地買収を始めた

のでは、またそこ先二、三年、三、四年、五、六年という形で先にいってしまうと思うのです。だか

ら、ぜひ県のほうがそういうようなアクションを起こしてもいいような雰囲気になってきたのでした

らば、ぜひ町は用地買収を始めて、新橋促進に追い打ちをかけるような形で進んでいってほしいと思

います。利根川新橋は、それができると我が町にとってメリットがあるか、デメリットがあるか、両

方あると思いますけれども、メリットがもたらされるような施策というものも考えつつ、この新橋促

進に向けてやっていってほしいと思いますが、町長、もう一回。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 用地についてですけれども、今伊勢崎線までですから、少しぐらい曲がって

いても大丈夫だと思うのです。これから今度は用地を買収するのには、橋に合わせた用地をしなくて

はいけないということでございますので、まずはある程度橋の基本的な考え方が出ないと、余分なと

ころを買っておくわけにいきませんので、その辺がちょっと問題かなと思っていますけれども、今言

ったとおり、あそこはあいておりますので、買うとすれば時期が早くてもそれは買えるのではないか

なと思っています。そのためにもあそこをあけてあるということになっているのかなと思うのですけ

れども、そういう意味でこの橋を、まだ十何年というのは、そんなに長くないのです。大体１つの橋

をつくるには５０年かかると言っておりますので、そんなに長くないです。 

 群馬県にはよく言われるのですけれども、あと４つぐらいの橋が、もう１０年以上前から下流にか

けて県のほうに要望が来ているそうです。その中で広幹道の橋は、あの話が出たのはもう大体５０年

ぐらい前ではないかなと思うのですけれども、やっと広幹道の橋ができたということでございますの

で、玉村大橋、そして広幹道の橋、そして次はこっちの橋だということでございますので、そういう

意味では玉村町が３つの橋を続けてかけるという非常に優位性があるのかなと。それだけ交通の便が

いいというところでございますので、この辺を十分に言い、県のほうとの交渉の中では話をしてきて

おりますし、今後もそういう形で橋の早期開通を目指して、この協議会を通して頑張っていく予定で

ございます。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） よろしくお願いします。 

 次に、危機管理のことについてお伺いいたします。社会情勢が大分変化していまして、行政課題が
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複雑多様化する中で、地方分権の推進により自治体はみずからの責任でさまざまな課題に対応してい

くことが求められますということで、私は平成２１年の１２議会においてトップマネジメント体制の

強化を質問いたしまして、答弁の中では経営改革推進本部、そしてその下部として経営改革推進委員

会、そして経営会議を設置しということで、いろいろな体制がとられているようですが、今回このよ

うな問題が起きてしまった原因はどこにあるとお考えでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 総務課長。 

              〔総務課長 重田正典君発言〕 

◇総務課長（重田正典君） 今回のご質問の内容の起こった原因といいますと、内容的に法令審査委

員会の立場とすると、条例だとか法令が的確に執行されているかというのが審査の第一義であります。

それを重点として、その後ろにある環境について考えなかった部分もあったということでありまして、

先ほど町長が答弁したとおり、今後内容を審査する意味で、広く広げて審査していきたいと考えてお

ります。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） 先ほど町長が答弁してくださいましたが、コンプライアンスという言葉が

ありまして、企業だけの言葉ではないのです。最近行政の中でもコンプライアンスという言葉を使っ

ております。通常の法令遵守と訳されますが、コンプライアンスとは法令や条例だけにとどまらず、

企業倫理や社会貢献などを遵守し、さらに企業リスク、この場合は企業ではないですけれども、町の

場合ですけれども、そういうリスクを回避するためにどういうルールを設定していくかということが

今求められているのです。ちょっとインターネットなんか調べますと、東大なんかでもそのコンプラ

イアンスの委員会をつくって、どうにしていくかというようなことを検討しています。 

 玉村町においても、法令審査委員会のみでやるのではなくて、玉村町庁内、要するに行政マン全体

がコンプライアンスをしっかり認識し、行政をやっていけるような、そのようなことをやっていって

ほしいと思うのですが、町全体の意識改革というか、町の法令審査委員会だけのところに持ち上がっ

てくるのではなくて、そこまでいかないような体制づくり、そういうものが必要ではないでしょうか。

みんなの意識改革、きのうのような問題もありますけれども、もっと危機意識を持っていろんなこと

に対処していれば、法令審査委員会までいかないで、町のいろんな行政課題が対処していけると思う

のですが、どうでしょうか、町長。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） こういう行政といいますと、住民全員を対象にしているわけでございます。

だから、玉村町、当町の役場にすれば３万８，０００弱の町民の皆さんを対象にした行政運営を行っ

ているわけでございますので、そのコンプライアンスというのは大変重要ですし、そのためには今三
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友議員さんがおっしゃったとおり、この職員全員がそういうつもりで、ただそのコンプライアンスの

部門の人がするのではなくて、全員がそういうことを常に頭に入れた中で日常の仕事をしていくと。

サービス業としての仕事をこなしていくということでございますので、これこそ本当に最大のコンプ

ライアンスかなと思っております。 

 今後は、そういう形で、ここまで来ない前に住民との接している場所で解決していくということが

一番大事でございまして、こういうことが訴えられたりされるということ自体が、我々とすれば非常

に残念なことであります。そういうことに持ち込まないコンプライアンスとしての認識を持っていく

ということを、今後は職員一人一人に植えつけていくような教育をしていかなくてはいけないかなと

考えております。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） そうですね。コンプライアンスの違反は社会的信用を根底から揺るがすと

いうことで、今回の訴訟にまで発展していくということです。そのルールづくりを町として教育して

いくということもありますでしょうが、町のコンプライアンスというのをしっかりとルールづくりと

いうのをしていかなければいけないと思っておりますが、そこら辺を実行していただけますでしょう

か。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 今後は、そういう形で実行していくというのか、そういう教育をしながら、

町の中もそういうようなマニュアルというのか、コンプライアンスとしての心構えを持っていくとい

うことで対処していきたいと思っております。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） ぜひ職員が全員わかるようなルールづくりをしていただいて、町民の住民

サービスに全力を挙げていただきたいと思います。 

 次に、危機管理と言えば地震や災害のときの危機管理がありますが、そこら辺は町はどのように考

えておりますでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 総務課長。 

              〔総務課長 重田正典君発言〕 

◇総務課長（重田正典君） 危機管理につきましては、町の危機管理ということになりますと、災害

時における危機管理、それとあとは新型インフルエンザ等が発生したときの危機管理、いろいろ危機

管理の場面、場面によって物事は違います。ただ、行政が一番求められているのは、そういう段階で

業務をどれだけ継続して行えるかという部分だと思います。それにつきまして、現在まだ完全にはで
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きていないのですけれども、災害の部分については防災計画等で招集人員だとか何かという部分は決

まっております。ですから、その招集人員等をいろんな場面に当てはめて、どれだけ町の業務が継続

して行えるかという危機管理を今後策定していきたいと考えております。よろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） その防災のいろんな計画の…… 

◇議長（浅見武志君） ちょっと済みません。申しわけないです。 

 経営企画課長。 

              〔経営企画課長 金田邦夫君発言〕 

◇経営企画課長（金田邦夫君） １点、補足させていただきたいと思います。 

 今年度の予算でご提案を申し上げておりますメールの配信システム、その中に災害時における職員

の緊急招集でありますとか、そういったときにそれが確実に伝わる方法としてメールを活用する予定

でおります。そのメールの配信を受けた職員は、何時何分ごろ役場に登庁できるかということを返信

することによりまして、職員体制が何時ごろには確実に組めるかとか、そういうような意味での災害

時における業務の継続性という意味での危機管理体制について検討して、また７月あたりから実施で

きるような体制を組む予定でおります。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） 東日本大震災のときにはメールも使えなくなっていたような気がするので

すが、そういう大きな災害のときにそのメールが十分機能するかということはどうでしょうか。検討

してありますか。 

◇議長（浅見武志君） 経営企画課長。 

              〔経営企画課長 金田邦夫君発言〕 

◇経営企画課長（金田邦夫君） これはメールですから、例えばＮＴＴでありますとかソフトバンク、

ａｕなど、いわゆるキャリアと言われているものなのですが、そこのインフラがやられてしまいます

と全く使えなくなってしまうのですが、３．１１のときもですが、電話よりはメールのほうが若干タ

イムラグはあるにしろ、伝わるということがございますので、災害時には強いシステムかと思います。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） それから、今話をしているのは、役場の職員の体制の危機管理ですね。そ

れから、危機管理としては住民に対して危機をどうに伝えていくかとか。住民に対しての伝達方法と

いうのが余りないような気がするのです。水防計画を見たときも、役場からどうに伝わって、上のほ

うにいくという計画はあったのですけれども、住民に対してどうに伝えていくかとか、そこら辺の計
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画が抜け落ちていたような気がするのですが、そこら辺についてはどのようにお考えでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 三友議員に申し上げます。通告外となっておりますけれども。 

              〔「でも、危機管理」の声あり〕 

◇議長（浅見武志君） よろしいですか。では、１度だけ。 

 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） 住民に対する伝達というお話でございます。 

 こちらにつきましては、町の地域防災計画の中では現在は広報車等による広報で住民の皆さんには

お伝えをするということでなっています。今現在、町では移動系の無線とかそういうものも防災無線、

用意をしております。そういう中で、実際今のところまだ同報系ということで、住民に伝える広報的

な防災無線まで発展していません。今後は、そういうもの等いろんな方法を考えながら、先ほど経営

企画課長のほうからもありましたメール配信等もろもろを考慮して、住民への伝達を考えていきたい

というふうに考えています。よろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） この程度にしておきます。 

 次は、介護のほうです。これからは予防に力を入れていかなければいけないということで、町長は

先ほどおっしゃっておりましたが、玉村町の今までの高齢者保健福祉計画の中で、推進体制ですね、

高齢者の福祉に対する行政の体制ということで、これは１５年から１９年、私のところにあったのが、

前回の２１年から２３年とありましたが、それの行政の体制、行政機関における連携体制ということ

ですが、その連携体制をこれからどうにしていかなければならないということですが、ほとんど同じ

ことが書かれているのです。「保健福祉行政は、限られた社会資源や人材を効果的に運用し、高齢者

のニーズやさまざまな問題に的確に答えなければなりません。このため、健康、福祉、医療、介護、

各分野の連携のほか、住宅、生涯学習、産業政策など幅広い分野の人と協力体制を確立し、行政全体

で対応できる限り取り組んでいきたいと思います」ということが、毎回同じような形で同じふうに書

かれておるのですが、その辺の連携体制がどのように進展して、今どのようなことになっているかを

教えていただければお願いいたします。 

◇議長（浅見武志君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） 連携体制ということでございますが、あらゆるいろいろな機関の連

携ということで、毎回計画にのっておるということでございます。そういった中も含めまして、地域

の区長さん、それとか民生委員さんとか、そういったまた地域の方々とのそういった連携も今後必要

になってくると思います。そういった中で、やはり地域医療、地域包括ケアの推進がこれから重要に
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なってきます。そういった中で、医療、介護、それとか地域による見守り、こういったものが非常に

重要になってまいります。そういった中におきまして、地域ということでそういった関係行政とか、

そういった事業所とか、そういった機関でなくて、区長さんを中心に、また民生委員さん等を中心に

した中での住民と一緒になった推進というふうなことで今後もやってまいりたいと思います。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） 今いろいろお話しいただいたのですが、その推進体制の中で一番私が大事

だと思うのは、これからは触れ合いの居場所という居場所づくりをしていくことが、その地域、地域

で、先ほど備前島議員の質問の中で、ぱるによっていろいろな連携体制がとられてきていると、ボラ

ンティアの意識も高まっているということでありますが、高齢者においてもただ遊ぶだけではなくて、

だれもが人に役立つ人間でいたいと思うのです。アンケートを見ますと、アンケートの中では、自分

が役に立つ人間だと思えないという人が３割もいるのです。それで、このような高齢者が外に、憩い

の場に出ていくかというと、４２％の人が地域活動には参加していないと答えています。この参加し

ていない人たちを町の中に引き出すことはとても大変なことだと思いますが、居場所を各地域につく

っていくこと、それで皆さんが人に役立つ人間である、楽しみもある、そういういろんなことができ

る居場所づくりと、ただその場所で筋力トレーニングもすばらしいことだと思います。ただ、筋力ト

レーニングをするだけでなくて、そこでやっぱりその後にお茶を飲むとか、筋力トレーニングが体に

いいよということをもっとアピールすることも大事ですし、体にいいから出ておいでよと、今孤独死

なんてことが大分話題にはなっておりますが、それも人のお節介が足らないという、今の世の中、い

ろいろ情報統制とか個人情報とかありまして、余り人のところに行くといけないのではないかという

ような中で、もっともっと人間とか私たちがかかわっていかないと、本当に孤独死がこれからどんど

んふえていくと思うのです。そういう中で、居場所というのは物すごく大事なものになっていくと思

うのですが、これもやっぱり居場所をいろいろ言っているところで、生涯学習も居場所、子供たちの

居場所とか、そういうことを言っています。それで、高齢者の居場所もあります。あと、中間層の人

たちも居場所はないです。昔は婦人会とかいろいろありましたけれども、そういう組織もなくなって

おりますし、子供が卒業してしまうと、お母さん方はどこでどんな集団でいくかというのは余りない

と思うのです。若いときから町の中に出ていっていないと、急に高齢者になって、年をとったから遊

びにおいでよと言っても、なかなか出ていけるものではないと思うのです。それなので、この高齢者

の居場所づくりというのは、もうちょっと広い意味で、若いときから居場所というか、どこかに出て

いける場所をみんなが１つずつぐらい持っているような、そんなような町にしていくことがいいので

はないかと思います。 

 これは、ちょっとさわやか財団の居場所の公益性についてということでありますが、「居場所はま

ことにインフォーマルな存在でありがちだが、それだからこそ公益性が高いことを私たちは知ってい
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る。行政マンがそれを理解できるか、いい行政をやれるかどうかは、こういう居場所をつくれるかど

うかが分岐点である」、そういうふうに書かれています。玉村町もこれからそういう孤独死の人をな

くしたりとか、本当に出ていけない人はいるのですね。でも、そういう人たちにも声をかけられる社

会というのが優しい社会だと思うので、ぜひここのところを取り組んでいってほしいと思うのですが、

経営企画課というのが去年からできて、連携ということにも経営企画課がかかわっていかなくてはな

らない部分だと思うのです。生涯教育、いろいろ福祉のほうもありますし。いろいろな中で連携をと

って、居場所というのは大きな意味での居場所というものをこれから町は推進していくべきだと思う

のですが、どうでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 経営企画課長。 

              〔経営企画課長 金田邦夫君発言〕 

◇経営企画課長（金田邦夫君） 居場所ということなのですが、これ以上に居場所が必要なのかどう

かという議論があろうかと思います。私が考えるところなのですが、今まではどちらかというと目的

があってそこへ集まるというケースが多いのではないかと思います。例えば地区の公民館、住民セン

ターですね、そうするとそこで会議があるとか、先ほど出ていますように筋トレがあるとか、そうい

う目的があってそこへ集まる、集うわけです。また、ぱるもどちらかというとふらっと行けるという

よりは、ある程度目的があって、そこで住民活動をするとか、そういう目的があってサポートを受け

たいためにやるとか。いわゆる目的があるからこそ集まると、そういう施設です。一方、私学生のこ

ろなのですが、ある程度の年齢の人は喫茶店なんて言わずに茶店なんて呼んでいたと思うのですが、

そういったものが玉村町にもかつてはあったのですが、なかなかお客の単価が低かったりとか、お客

が長居したりするので、上陽のほうにこだわりの店主がやっている店は２軒ほどございますが、なか

なかなくなっておりまして、だれでも特定の目的がなくてもふらっと寄れるような場所が、今後のニ

ーズとすれば必要になってくるのかななんて考えています。 

 いろいろな効果があろうかと思うのですが、まずはそこへ人が集まることによって、人と人のつな

がりができて、相互扶助の関係まで築かれれば、先ほどいろいろ出ております見守りとか、そういっ

た人のために何かをしてあげようとか、そういう公の部分ですね、そういったもので住民の方々が一

人一人参加できる場ができてきて、人に役立つことに１つの幸せを感じられるような社会になってく

るのかなと考えております。なかなか概念的にはそういうことなのですが、いろいろ課題があろうか

と思いますので、研究させていただきたいと思っています。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） 私もそれを望んでいます。玉村町には喫茶店がなくなりましたね。本当に

ちょっと話をする場所もなく、役場のロビーも狭く、大きなホールがあれば、大きなところだと住民

ホールみたいなところが大きなところがあったり、そこでお茶を飲んだり、話したりすることもでき
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るでしょうし、公民館の大きなスペースがあれば公民館でできるということもありますし、でも玉村

町は公民館も今のところ公民館というものもなく、住民がどこかに集まれるという場所がないのです。

ただふらっと行く場所もない。ただふらっと行った場所でたまたま会った人と話をして、いろんなこ

とが広がっていくということもすごく大切なことだと思いますので、そのふらっと行ける場所をつく

るということをこれからちょっと重点的にやってほしいかなと思いますが、町長はそのことに関して

はどうでしょうか。町に喫茶店がなくなってしまった。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） やっぱり居場所づくりというのはこれからますます必要になってくるかな。

今無縁者だとか、孤独死だとかという今まで聞いたことのないような言葉が出てきていますね。大変

な時代になってきたということで、やっぱりこの居場所づくりということは、今三友議員さんが言っ

たとおり、これから行政としてもそれを積極的にやっていく必要があるかなと考えます。 

 午前中の朝の質問で備前島議員さんが言ったとおり、脳科学者に言わせると、女性脳と男性脳とい

うのがあって、この女性脳というのはどんな悩み事だとか何かストレスがたまっても、しゃべるとそ

れで解決していくのだそうです。男性脳というのは、その問題に対してどうやって解決するか、どう

やって解決するかと考えて、考えて、考えている。そうすると、そのうちストレスがたまって病気に

なってしまうというそういうのだそうですけれども、女性脳というのはしゃべることによってそれが

全部解決してしまうということでございますので、そういう意味でもこれから孤独な人たちですね、

ひとり暮らしだとかそういう人たちが居場所づくりという居場所があって出てくるということが健康

の第一かなと考えていますので、そういう点は行政としてももっともっと積極的に力を入れていかな

いと、今後大変なことになってしまうかなと考えております。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） ぜひ力を入れていただいて、介護予防をしていただいて、介護保険の増額

にならないような町をつくっていっていただきたいと思います。ありがとうございました。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。午後は１時３０分に再開いたします。 

   午後０時１６分休憩 

                                         

   午後１時３０分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 次に、４番柳沢浩一議員の発言を許します。 
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              〔４番 柳沢浩一君登壇〕 

◇４番（柳沢浩一君） 本日は、傍聴ありがとうございます。議長の許可をいただきまして、議席番

号４番柳沢浩一でございます。ただいまより一般質問、最初の質問通告に従いまして質問させていた

だきたいというふうに思います。 

 さて、まず施政方針の中から１点ばかり、なかなか読み取るのも難しかったのですが、質問させて

いただきます。すぐれた立地、交通の利便性は県下有数であり、適正な工場立地や住宅地の造成を図

り、若い世代の転入促進を目指すというふうに言っております。人口の減少は、ピーク時から見ると

緩やかではあるものの、低下傾向に歯どめがかかる兆候は全く見られない。この問題に対する対応、

施策について、まず伺います。 

 次に、貫井町長３期目の課題は何かと題して質問をいたします。まさに今、日本は経済、政治、あ

らゆる面において閉塞的な状況にあると言えます。リーマンショック以来の不況、円高、さらに大震

災と、まさに国難とも言える厳しい現下。このことは、やがて玉村町にさまざまな影響、悪弊を及ぼ

すのではなかろうかと危惧しているところでございます。そうした中、貫井町長は３期目を目指し、

熾烈な選挙戦を制し、これからの４年間も玉村町のリーダーとして町民の先頭に立つことになり、ま

ちづくりに邁進するものと確信をいたしております。 

 さて、選挙戦の公約の中でも、私が見た限り、特筆すべき、ああ、これだなというふうな内容、提

案というか、内容がなかったかなというふうに私は理解をしているところでありますが、この点につ

いてはおいおいまた次の質問の中で答えを求めたいというふうに思います。そういう中で、改めて当

選後の初議会で取り組む姿勢、課題を聞きたい。その後、以下何点か挙げてみました。 

 １、玉村町、前橋市を結ぶ新橋建設の今後の計画を問う。 

 ２、今後も自立を目指すと思うが、課題は財政だと思うが、見通しについてどう考えるか。 

 ３、道の駅、物産館はつくるのか。 

 ４、町の活性化、発展のためには、住宅団地、工業団地という議論が今までされてきたが、時代背

景がもはやこれでは立ち行かない。新たな議論、柔軟な思考が求められているのではないか。 

 次に、玉村町農業公社のあり方を問うと題して。昨年１０月には、不幸にもＷＣＳ収穫機による事

故が起きてしまった。この件に対して、私は今まで一度も町長なり執行サイドの公式な見解というか、

聞いていない。このままそういうことで終わるのはいかがなものかと思いますので、この際、その考

え方というか、そういう点について聞きたいと思います。 

 また、町として公社のこうした問題には一定の責任があり、また組織として公社には問題点もある

と思うが、いかがお考えか。 

 ４、次に目前に迫った武道必修化、準備体制を聞くということで、４月から始まる武道の必修化に

伴い、指導者など準備状況を聞きたい。 

 以上で最初の質問を終わります。 
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◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） ４番柳沢浩一議員の質問にお答えいたします。 

 まず初めに、平成２４年度施政方針についての質問でございます。人口の低下傾向に対する対応に

ついてのご質問ですが、「まちがまちである」ということは、「その町に人々が住んでいる、暮らして

いる」ということが前提となっていると考えております。このことから、「町の活力は人である」とい

うことがまちづくりにとって欠かせないものであります。人口対策については、非常に重要な政策の

一つであると認識をしております。この人口についての調査では、５年ごとに行われている国勢調査

の中で、平成２２年に実施された数値を確認すると、本町では初めて前回数値を下回りました。平成

２２年度以降に行われた全国的な人口調査は、現在これ以外にございませんので、これ以降の人口の

動きはわかりませんが、第５次総合計画での将来人口推計値を確認すると、平成３２年に本町では

２，０００人程度減少すると推計されております。 

 こういった状況下で今年度スタートした第５次総合計画の最重要課題は、人口対策であります。特

にこの総合計画では、持続的発展をしていくためにまちづくりに対して財政的な視点からとらえた地

域経営の基本方針を掲げております。その一つに、「若い世代の転入促進」があります。この基本方針

を具体的に申し上げれば、「安心して子供を産み育てることができるよう、子育て支援体制の充実」、

「周辺都市に向けて通勤通学がしやすいよう、道路網の充実」、「宅地開発による住宅用地の確保や雇

用の場である事業所の立地促進に向けて、計画的な土地利用の推進」などが挙げられます。これらを

推進していく具体的な事業の中で第５次総合計画の基本構想及び都市計画マスタープランの基本方針

に基づき、平成２４年度の新規事業としては、スマートインターチェンジ周辺地区の将来の土地利用

構想の策定を予定しております。また、さまざまある定住促進事業を進めていくための施策として、

本町に定住を促進する土地利用の基本構想に着手する予定となっております。 

 しかし、これらの事業がどれか１つだけ達成できれば、万事事が済む話ではありません。町の地域

性、交通利便性、工場立地造成などを推進していくだけでは、若い世代の転入促進や定住促進にはつ

ながらないと思っております。本町の貴重な自然景観や歴史景観を次世代に残すことや、福祉、教育

の充実、そして地域のコミュニティーの交流があってこそ、定住政策とつながるものと考えておりま

す。いずれにしましても、子育て環境の拡充など積極的な行政サービスの提供や雇用機会の豊富な提

供、住宅用地の確保など転入促進につながる事業を総合的に、継続的に展開していくことで、この問

題に対処していくという考えでおります。 

 続きまして、私の３期目の課題ということで、議員のほうから幾つか指摘がありました。まず初め

に、玉村町、前橋市を結ぶ新橋建設の今後の計画を問うについての質問ですが、現在前橋市、高崎市

及び玉村町で構成されている県央南部地域連絡道路・新橋建設促進協議会を通して、毎年度県に対し

て要望活動を行ってきているところでございます。これは、先ほど三友議員さんに言った内容でござ
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います。要望内容については、当該路線について県道昇格し、利根川新橋の建設促進並びに高崎市新

町への延伸及び烏川新橋の建設促進について要望活動を行っております。特に利根川にかかる新橋区

間及び玉村町地内の連絡道路区間につきましては、建設促進区間として積極的に要望しているところ

でございます。 

 続きまして、第２でございます。今後も自立を目指す中で、課題は財政だと思うが、その見通しに

ついての質問でございます。私は、１期目の町長就任以来自立を宣言し、「あんしん安全なまちづくり」

や「町民ひとり１スポーツによる健康なまちづくり」などのほか、将来にわたって持続可能な財政基

盤づくりも一つの課題として取り組んでまいりました。その結果、施政方針の中でも述べましたとお

り、平成２２年度決算における本町の財政状況は、経常収支比率については前年度に比べ大幅に改善

し、また実質公債費比率や財政力指数についても引き続き県内自治体の中では上位に位置しており、

私が町長に就任したときに比べますと、現在ではこの周りにある高崎市、前橋市、伊勢崎市と肩を並

べるほどになっております。今後は、この財政基盤をさらに強固なものにするため、「第５次総合計画」

及び「都市計画マスタープラン」に基づき、本町が県央地域における恵まれた立地条件を生かして、

活気ある地域経済を実現するとともに、定住促進を図っていきたいと考えております。 

 ただし、一番懸念しているのは、日本全体の少子高齢化傾向と経済不況の問題でございます。昨年

１０月に総務省が発表した２０１０年国勢調査の確定値によりますと、日本の総人口は前回調査から

０．２％増加したものの、総人口のうち外国人を除く日本人の人口は０．３％減少しました。これは、

外国人と区別して集計を始めた１９７０年以降、初めてマイナスとなったわけでございます。また、

ことし１月に国立社会保障・人口問題研究所が発表した「日本の将来推計人口」によりますと、日本

の５０年後の人口は、２０１０年に比べ約３割減少し、６５歳以上の高齢者は全体の４割にも達する

という超高齢化の未来社会の姿が明らかとなりました。特に問題なのは、６５歳以上の高齢者人口が

２，９４８万人から３，４６４万人へ増加すると。これに対して、経済活動の中心となる１５歳から

６４歳までの現役世代人口ですね、労働人口と言われております。この人口が８，１７３万人から

４，４１８万人とほぼ半減をするということでございます。このような人口構成では、社会の活力が

失われるばかりか、現役世代が担う保険料が中心の現在の社会保障制度に大きな影響を及ぼすことに

なります。例えば現役世代の保険料で高齢者の給付を賄っている年金制度は、今は高齢者１人につき

現役世代２．８人、約３人よりちょっと少ないということで、２．８人で１人の高齢者を養っている

ということでございますけれども、５０年後にはこの２．８人が１．３人になると、１．３人で１人

の高齢者の保険を賄っていくという、そういう時代になっていくということです。 

 もう一つは、経済問題でございます。昨年の日本経済は歴史的円高とタイの大規模洪水、ギリシャ

に端を発した欧州を震源とする世界経済の減速が、日本経済の牽引役である輸出産業に急ブレーキを

かけたことにより、大変厳しい状況が続きました。欧州では、ギリシャなどの財政危機が金融機関の

信用不安へと波及し、ドイツなどの中核国の成長率が鈍化をいたしました。また、アメリカでも高い
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失業率や住宅価格の下落により、景気の回復力は極めて弱い状況が続きました。アジアでも中国の景

気がインフレを予防するための金融引き締めで減速していることに加えて、欧州不安を背景に動揺が

広がっております。ことしは、各国政府の協調した政策努力によって世界経済が持ち直すことにより、

日本の輸出や生産にとっても望ましい環境をもたらし、さらに本格的な復興施策によって需要と雇用

を創出し、日本の景気は緩やかに回復していくことが期待をされていますが、欧州不安を背景に依然

として景気を下振れさせるリスクが残っているのも現実でございます。いずれにいたしましても、玉

村町の将来を見据えながら、今後も引き続き自律可能な健全な財政運営に努めてまいりますので、ご

理解とご協力をお願いいたします。 

 続きまして、道の駅、物産館について説明いたします。これまで東毛広域幹線道路の開通及びスマ

ートインターチェンジ設置に呼応し、道の駅及び農産物直売所等併設施設の必要性や、その効果や設

置意義について、議会や委員会の機会において幾度となく説明をしてまいりました。この構想の経過

を説明いたしますと、平成２０年３月に策定されました「地産地消推進計画」に基づき、これは仮称

でございますけれども、「たまむら物産館設置推進協議会」の意見書を参考にさせていただき、町では

平成２１年から２３年にかけて、道の駅及びこの併設施設の構想について、マーケティング調査や施

設プランニングの専門家の意見を聞き、その設置場所、規模、方法などの基本コンセプトをまとめさ

せていただきました。食は生活の基本であり、食文化を豊かにすることは地域の皆様の生活に潤いを

与え、生活を豊かにすることであります。農産加工品の開発や提供、高齢者や子供たちの食生活に配

慮した農産物供給基地や地域のイベント開催など、食を大切にしたまちづくりの核にしたいと考えて

おります。また、玉村町の西の玄関口と位置づけ、町の顔、町の情報発信基地としての機能や災害時

及び防災における拠点地域として、玉村町の内外の災害等に対処できるような「道の駅」として整備

をしていきたいと考えております。 

 このような基本構想コンセプトの実現を念頭に、実際に設置する際に必要となる各種法令との整合

性について、関係する官庁との事前の相談を引き続き行っております。その相談内容を踏まえ、具体

的な案としまして、施設の設置場所は東毛広域幹線道路南側スマートインターチェンジ付近、施設の

内容及び規模につきましては、道の駅を併設施設としまして農産物直売所３００平米、農産物加工施

設２００平米、地域交流の広場４００平米、そして駐車場スペースは県の道路用予定地を当面の間借

用させていただくことを念頭に置き、建設の基本設計と平成２３年度に予算計上をさせていただきま

した。 

 しかし、２３年度におきましては、県との農政協議が調わなかったため、基本設計は実施できませ

んでしたので、今後につきましては第５次総合計画にのっとり、本年度策定中であります都市計画マ

スタープランにおいて位置づけをし、平成２４年度当初予算におきまして再度基本設計を計上させて

いただき、本年７月には農振地域の除外申請を県に提出できるよう、現在鋭意努力をしている最中で

ございます。さらに、並行して、仮称ではございますが、物産館建設委員会を立ち上げ、生産者や関
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係者のニーズに合った施設設計を行いたいと考えております。そして、平成２５年度では基本設計を

受け、実施設計を行い、詳細な部分を決めまして、平成２６年度では建物建築ができるように努力を

してまいりたいと計画しております。以上、道の駅、物産館の施設構想についてご理解の上、ご支援

をよろしくお願い申し上げます。 

 次、４つ目でございます。町の活性化、発展のために、住宅団地、工業団地をという議論がされて

きたが、もう時代背景がもはやこれだけでは立ち行かない。新たな議論、柔軟な思考が求められてい

るのではないかについてのご質問ですが、第５次総合計画の最重要課題は人口対策であったり、財政

基盤の強化や雇用の確保のためには工業団地造成であったり、町の将来にわたっての発展、持続可能

なまちづくりにとって、どれも重要な施策であると考えております。 

 しかし、ご質問にあるとおり、従来型の施策だけでは現状顕在化している課題に対して十分な対応

ができるものではありません。柔軟な思考を持って各課題に向かい、施策の展開をしていかなければ

ならない時代となったことは、十分承知をしております。この新たな施策の一つには、観光施策が挙

げられるものと思われます。第５次総合計画では、初めてこの観光という施策が取り入れられ、地域

振興の一翼を担う施策として位置づけられております。現在観光推進事業プロジェクトチームを組織

化し、各課題の洗い出し、今後の観光事業の事業展開を協議しているところで、具体的な事業の足が

かりとして先般募集を開始しました当町のマスコットキャラクターのデザイン募集などはその一つで

あります。また、農業の発展系である第６次産業についても、その可能性や必要性についての議論を

していくなど、これからのまちづくりや町の活性化には、従来どおりの既成概念にとらわれない物の

思考が必要なものと考えております。いずれにしましても、時代の転換期や社会ニーズなどを的確に

とらえ、必要なもの、投資効果の高いものを優先的に取りかかることは重要と考えております。また、

もし妙案などがあれば、参考とさせていただきたいと思いますので、今後も議員の皆様方の提案等、

ご意見等はよろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、玉村町農業公社のあり方についてお答えいたします。柳沢議員のご質問に答える前に

今回の事故に遭われた生産農家の方並びにご家族には心よりお悔やみを申し上げ、ご冥福をお祈りい

たします。今回の事故につきましては、昨年９月、圃場から軽トラックに積み込む際に形が崩れてし

まった飼料用稲、ホールクロップサイレージですね、このロールを集積場所まで持ち帰り、その敷地

内でブルーシートを広げた上にロールを広げて形をつくり直すということでしていたところでござい

ます。コンバインベーラーがブルーシートを巻き込んでしまい、シート上で作業していた４人が倒さ

れ、負傷した事故でございます。そのうち３人は軽傷で済んだわけでございますが、１人の方につき

ましては頭を強く強打し、救急車で病院に搬送されましたが、その後集中治療室等での治療のかいも

なく、１０月、不幸にもお亡くなりになりました。 

 農業公社につきましては、ご案内のとおり、玉村町と佐波伊勢崎農協が共同出資して立ち上げまし

た財団法人でございます。役員は理事を筆頭にしまして、評議員及び監事で構成されておりまして、



－130－ 

私は町長という立場で一応顧問ということでございます。公社運営には、オブザーバー的に参画をさ

せていただいております。今回の事故につきましては、事業を発注した側ですね、これは玉村町農業

公社でございます、の管理責任は、これは十分にあると思っております。また、受注をし、作業委託

を受けた生産者団体におきましても、同様に管理責任があるものと考えております。さらに、作業を

行っていた方々におかれましても、多少の油断というものがあったものと解釈をしております。今回

の事故は、この３者の油断というのか、不注意が招いてしまった事故であると認識をしております。 

 玉村町農業公社としましては、当然ではございますが、事故直後から病院へいち早く駆けつけ、何

度となくお見舞いには行っており、また亡くなった後にはお悔やみ及び遺族へのお見舞いを誠意を持

って行ってまいりました。この事故につきましては、死亡事故でありますので、警察関係も事故につ

いての調査を詳しく関係者から聴取をしております。作業をしていた方々を初め生産団体の代表者、

そして農業公社と聴取が行われ、聴取を踏まえ、今後は検察庁がどのような処分をするかはわかりま

せんが、今のところ３者が同様な処分になると考えております。今は、遺族と誠意を持って補償問題

等を話し合っている最中でございます。検察もその状況と結果を注視しているということは聞いてお

ります。 

 このような状況の中で、遺族の悲しみはいえないと思いますが、町としましては遺族との和解に向

けた話し合いを見守り、指導していくとともに、これらを教訓とし、お互いの安全対策と危機管理の

徹底を図り、この事故の再発防止を徹底していきたいと思っておりますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

 最後の中学校武道の必修化の準備体制につきましては、教育長のほうから答弁をさせていただきま

す。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君登壇〕 

◇教育長（新井道憲君） 最後の質問の中学校武道の必修化への準備体制についてお答えを申し上げ

ます。 

 来年度から中学校１・２年生の体育で武道が必修となりますが、玉村中、南中両校につきましては、

今年度までにも指導の内容の中で柔道を選択して実施したり、あるいは今年度は移行措置という形で

全１、２年生に必修化して実施したりして、来年度から必修となっても柔道を実施する計画でござい

ます。 

 ご指摘の指導者の状況でございますが、前にもお答えしましたが、両中学校には大学の教員養成課

程で柔道の単位を履修し、実際の指導経験も豊富なベテランの教員がそれぞれ２名ずつおります。こ

の教員が主として指導に当たる予定でありますが、ほかの体育の教員についても、研修会等で指導技

術の向上に努めてきているところでございます。 
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 次に、施設の面につきましては、昨年度玉村中学校、そして今年度は南中学校で武道場あるいは武

道館が建設されました。中の畳のかたさなどについても学校と検討を重ねまして、安全に配慮したも

のとなっているところであります。柔道の指導につきましては、年間計画を作成し、両校とも１、２年

生は年間８時間から１２時間ぐらいの指導を計画しているということであります。 

 今後も校長会や学校訪問などさまざまな機会を通しまして、安全対策を徹底するように指導してま

いりたいと思っております。よろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） ４番柳沢浩一議員。 

              〔４番 柳沢浩一君発言〕 

◇４番（柳沢浩一君） 時間が大分少ないので、はしょって質問もしたいし、また順序よく設問の数

も多いので、できるかどうかもわかりませんけれども、全体の問題がほぼリンクしている問題なので、

ある程度まとめた総合的な話の中でそれぞれに触れていきたいというふうに思います。 

 一番最後になりますけれども、ホールクロップの農業公社の事故、私は町長があの一件の直後にし

ても何にしても、一つも弔意を示すとか、ご遺族の皆さんのお気持ちを思うととか、そういうことは

一つも聞いていないので、私は今回それを確かめたかったということが一つです。ですから、あの一

件については私も余り細かいことに触れたくない。今町長は随分細かいことを言ったけれども、とい

うのはやっぱり傷つく人もいるから、余り細かいことも触れたくないのだけれども、町長のその一言

をまず聞きたかったなというのが私の最初の、今一番最後のほうの話から入ってしまったけれども、

まずそういうことです。 

 それで、最初に戻って人口の減少問題。これは我々議員もそうですし、町長はもちろん、ここへお

いでの各課長諸氏も、玉村町の人口の漸減状況が非常に厳しいのだということをよくその認識を共有

する必要があると思うのです。これ決定的になってから対応しても、これは間に合わないから。つま

り物事は懐状況のいいうちに、元気なうちに、次の新たな悪いことが起きないように対応するのが、

これが行政だし、これは一般の民間の会社でもそうです。我が家は余りいいことがないけれども、お

れだって将来の問題点は自分が何かできるうちに、頑張れるうちに手をつけたいというふうに思って

いるわけですし、その人口の動向をよくまずは認識をしていただくという必要があるのではないかな

と思います。 

 人口の減る国に未来はないから、正直言って。明治５年に統計が始まったのかどうかわからないけ

れども、あれ以来減ったのは、太平洋戦争のときに若干減ったかもしれない。以来ずっとふえ続けて

いるわけでして、企業立地、あるいは住宅立地を考えたいということなのだけれども、なかなか難し

いのではないですか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 私も同感です。この人口問題は、減ってしまってから手をつけても間に合わ
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ないと思っています。 

 総合計画の中でもいろいろ人口に対して議論しました。職員とかなり力が入った議論をしてきまし

て、予定でいきますと、今人口問題研究所というのが全国でやっているのですけれども、そのまま黙

って見ていると、１０年後の人口は３万５，０００だというのは言われているわけです。それを３万

５，０００になってから、これは大変だということで、では４万人にしようと思っても、もう間に合

わないと思うのです。今のうちにこの３万５，０００に減らさない方策。ですから、私はこれから人

口を減らさなければ、それはふえたことになるのではないかなというそういう認識でおります。です

から、いかに減らさない。その中で１０年後の予定人口は３万８，０００でございますので、

８，０００まで戻せるかということで、戻すためにどう知恵を出すかということでございますので、

その辺について町民一人一人の皆さんの力をかりなければ、これはできないことかもわかりませんし、

そんなつもりでやっております。 

◇議長（浅見武志君） ４番柳沢浩一議員。 

              〔４番 柳沢浩一君発言〕 

◇４番（柳沢浩一君） そういう認識をしっかり持っていただいて、いいときに将来悪くならないよ

うに一つの手だてを講ずるということを今確認してほしいなというふうに思います。 

 それで、次は利根川のあれですかね。次は新橋の建設ということで、先ほど来、午前中に三友議員

からも質問があって、私も聞いていました。頑張っているでしょうというふうにしか言えませんが、

いずれにしても広幹道ができた。そして、さらに今度は縦軸となる前橋市からのこっちへ来るそうい

う橋を早く何とかしろと言っても、そう一朝一夕にはいかない。だから、今こそ本気でその辺につい

て関係市町とタッグを組んでやってほしい。玉村町を囲む政治環境は、もうさま変わりしているわけ

ですから。前橋市には新しい山本市長ができた。高崎市も富岡市長、伊勢崎市は五十嵐市長ですか。

そういう環境の中で貫井町長はもしかして一番古くないですか。どうですか。と思うので、だから貫

井町長がこの橋について、新橋の建設について、リーダーシップを私はとれるのではないかと、そう

いうのを見せてほしいのですよ。どうですか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 一番古いです。そういう周囲の環境でございまして、これは玉村町にとって

も一応重要な仕事でございます。先ほど申したとおり、町内に２つの橋をかけるということは大変な

ことでございますので、また運動の方法というのはいろいろあるのですけれども、何しろもとに金が

ないというのを知ってしまっていますから、非常にその辺が力の入れぐあいが、何となく相手の立場

に立ってしまうようなところがあるので、その辺がちょっと弱いところがあるのかなと思うのですけ

れども、町とすればこれは最後の橋というのか、やっぱり平成の最後の橋に近いかなと思うのです。

これを平成のうちにつくるということが悲願かなと思っておりますし、大分高崎市、前橋市の協力が、
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今言われたとおり、今までより玉村町のリーダーシップが幾らか発揮できたので、両市の協力体制が

前よりは力強くなってきました。これは私も感じています。これをもっともっとうまく使って、この

橋の建設に進んでいきたいなと思っております。 

◇議長（浅見武志君） ４番柳沢浩一議員。 

              〔４番 柳沢浩一君発言〕 

◇４番（柳沢浩一君） ぜひそういう認識を持って、リーダーシップをとっていただいていいのでは

ないかなと私は思っているわけです。けさ、数日前の新聞なんかでも、千代田町のほうでも新橋の架

橋について、町長選があって、大分その争点というか、焦点になっているというのが新聞にありまし

たから、まあ、玉村町だけではなくて、先ほど町長も下のほうにはまだ３つぐらい必要なのだという

ことを言っていましたけれども、そういうことも踏まえながら、すぐのすぐというよりも、つまり足

がかりをつけてくださいということをお願いしているわけでございます。 

 課長、その千代田町のほうの新橋の件については聞いていますか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 新井淳一君発言〕 

◇都市建設課長（新井淳一君） 詳細はちょっと聞いていないのですけれども、千代田町のほうでは

利根川新橋建設促進期成同盟会、これが平成９年に発足しております。これは、埼玉県と群馬県と栃

木県の南部を結ぶ中央幹線道路の関係で促進しているそうです。要望先等については、３県がまたが

っているので、３県の知事、あとは国土交通省等に要望している話は聞いております。 

◇議長（浅見武志君） ４番柳沢浩一議員。 

              〔４番 柳沢浩一君発言〕 

◇４番（柳沢浩一君） そういうことですね。町を挙げてのそういう将来への足がかりというものを

貫井町長在籍のうちにつけていただければ幸いかなというふうに思います。 

 さて、次に今後も自立を目指すと思うが、課題は財政だがと、見通しはということで聞きましたけ

れども、町長の口癖だか、必ず町の財政は悪くない、県内でもトップクラスだ。それは、トップが悪

くてしようがないとは言えないし、言わないのだし、事実そんな悪くてしようがないという状況では

ないと思うのです。でも、ことしの、私は財政の見方もわからないし、どれだけどういうどこに金が

使われるかぐらいしかわからないのだけれども、いずれにしてもことしの町の予算を見ると、これは

地方交付税、それから臨時財政対策債、これでなんやかんや２０億円いってしまうのです。というこ

とは、それによってクリーンセンターの改築があるのだけれども、１０７億円という大型の予算とな

った。これは、不要なものでなくて、必要なところに金をかけるのだから悪くはないのだけれども、

先ほど来の町長の選挙戦のときからの、おれが町長になってから町の財政はよくなったのだとよく言

っていましたから、それは確かに手がたい、石橋を２回たたかないと渡らない町長だから、私は町長

の堅実な財政経営ということには評価をしているし、これからも町が自立でやるのだというところに
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共鳴もして、支援もしてきたわけですから。ただ、ちょっと戻るけれども、町の財政はそんなによく

ないのです。さっきも言ったとおり、対策債、交付税は２０億円だから。全体が膨らむと、当然自主

財源の比率は下がってしまうわけですよ、これは悪いほうに。それで、皆さんの給料や、我々もそう

ですが、義務的な経費の比率も下がるのです。ということは、よくなったように見えるし、経常収支

の比率もことしどのくらいなのかわからないけれども、これもいい方向に振れる。しかし、財政力指

数を見てみるとよくない。経常収支どのくらい、２３年度か。見込みでもいいですけれども。 

◇議長（浅見武志君） 総務課長。 

              〔総務課長 重田正典君発言〕 

◇総務課長（重田正典君） 経常収支比率は、まだ決算が終わらないので、出ないということでご了

承願いたいと思います。先ほど言った財政力指数の話はもちろんのことです。支出が、財政規模がふ

えれば、経常収支というのは低くなるのが当たり前ということで、議員ご指摘のとおりでございます。 

◇議長（浅見武志君） ４番柳沢浩一議員。 

              〔４番 柳沢浩一君発言〕 

◇４番（柳沢浩一君） ですから、私が懸念をするのは、今年度は、２４年度の予算は、玉村町の財

政が少しずつ悪くなりつつある、そういう傾向を顕著にあらわしているのではないかなと私は思って

いるのですが、町長、どうですか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 数字的に柳沢議員さんが言うのは、今年度は悪化するだろうということでご

ざいます。これは、今年度かなりの投資が予定されておりますので、悪化していくだろうと。 

 今一番地方自治体の財政の健全度を示す大きな柱として公債費比率があります。公債費比率という

のはどういうのかといいますと、借り入れがどのくらいあって、その返済をどのくらいするかという

ことですね。総予算の１０７億円のことし予算を決めましたけれども、そのうちにどのくらいの部分

を借り入れ返済に充てるかということで、これが高いほど住民サービスが落ちるわけですから、そう

いう自治体は財政基盤が弱いと言われています。そういう意味で、今の町でいきますと、クリーンセ

ンターの改修だとかそういうものを入れましても１０％前後でございますので、総体的にはこれが危

険水域というのが大体１５％だろうと言われています。群馬県で一番悪いところといいますと、これ

名前出すとまずいのですけれども、山村のある村でございますと２５％ぐらい。全国的に問題になっ

ている夕張市ですね、夕張市。これはもう３８％と言われています。そういう意味では、１０％前後

で推移するという町の財政というのは健全、非常に健全であると、私はそういう認識でおりますし、

私は今柳沢議員が言われたとおり、確かに財政がよくなったよという話をされているということです

けれども、私が２期８年やりまして一番感じているのは、職員そのものが無駄なことをよそうという、

そういう意識がうんと強くなったというのは私は感じています。これが、だから玉村町の財政がよく
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なった一つの要因かなと私は感じています。 

◇議長（浅見武志君） ４番柳沢浩一議員。 

              〔４番 柳沢浩一君発言〕 

◇４番（柳沢浩一君） 引き続き健全な財政の堅持を求めたいというふうに思うわけです。公債費、

今まではよく、こんなことを言っていいかどうかわからないけれども、財政力指数が０．８幾つのと

きはそればかり言っていたので、今回は公債費比率がいいからと言うけれども、それはそのとおりな

ので、結構です。 

 道の駅、物産館をつくるのかと、これはおれは町長が本気でやる気があるのかなどうかなというこ

とをずっとここ何年か疑っているわけです。その辺について簡単に。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） そのとおりでございます。これは本気でないとできないということでござい

ますし、いろんな県だとかそういうところとのあれがありますので、時間的にかなりおくれている部

分もあるのですけれども、これはもう前に言ったのと同様で、着々と進んでいるということでご理解

していただきたいと。 

◇議長（浅見武志君） ４番柳沢浩一議員。 

              〔４番 柳沢浩一君発言〕 

◇４番（柳沢浩一君） 着々と進んでいるのですか。そうなると、では運営主体はどうかということ

になって、その次の農業公社の問題がひっかかるわけです。ですから、この問題も一応さっきの反省

も含めて聞いたわけなのですが、もし本気でやるのなら、町長、副町長と町長か、総務課長か、だれ

かが農業公社の理事長に就任するぐらいの気概でやらなければ、おれはちょっと将来に禍根を残すよ

うな、赤字が累積するような、そんな道の駅だったら、おれはつくってもらいたくないからそのこと

は言うのですが、言い過ぎか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） その覚悟はしております。 

◇議長（浅見武志君） ４番柳沢浩一議員。 

              〔４番 柳沢浩一君発言〕 

◇４番（柳沢浩一君） 三友議員からこのくらいの数字はという話はあったけれども、法政上、問題

はないのですか。ないのなら、ぜひ副町長でも町長でも、みずから理事長になってやってもらいたい

と思うのですよ。農業公社の問題について細かくこういう点がこうだと、うまくないのだということ

を言うとやっぱり傷つく人もいるから、そこまでは言いませんが、では町長、本当にやる覚悟がある

のですか。 
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◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） そういう人事を含めて皆さんにわかるように、ただ口でやる覚悟、覚悟と言

っているのではなくて、わかるような施策をとっていきたいと思っています。 

◇議長（浅見武志君） ４番柳沢浩一議員。 

              〔４番 柳沢浩一君発言〕 

◇４番（柳沢浩一君） 話が前後して申しわけないのだけれども、その点はそういうことで、やると

なったら、去年３８０万円つけたけれども、執行されなかったというのは、まあ、しようがないとい

うか。 

 ちょっと疑問なのは、課長に一言だけ聞くのだけれども、ことしの基本設計が１１５万円ですね。

去年は３８０万円の要求をしているのだけれども、ことしの基本設計の要求を見たら１１５万円でし

たか、その差が余りにもでかいので、これは一応聞いておきたいなと思うのですが。 

◇議長（浅見武志君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 高井弘仁君発言〕 

◇経済産業課長（高井弘仁君） ぜひ予算特別委員会のときに聞いていただければというふうに思い

ましたけれども、この話につきましては第４保育所のほうが基本設計のほうを行いまして、その金額

が面積的にほぼ計画しております物産館と同規模ということでありまして、その金額と比べて

３８５万円が大分いい金額だったということもありまして、再度精査した結果、１１５万円程度でで

きるということで計上させていただきました。 

◇議長（浅見武志君） ４番柳沢浩一議員。 

              〔４番 柳沢浩一君発言〕 

◇４番（柳沢浩一君） そういうことで、一応確認ができればいいかなと思います。 

 さらに、これから玉村町の自立を進めていくという話ですけれども、１点ちょっと聞き忘れたので、

聞いておきますけれども、まだこれは海のものやら山のものやらわかりませんが、前橋市の山本龍市

長は、当選直後というか、２月の半ばくらいに高崎市の市長と会談をしましたね。この中でこういう

ことを言っている。赤城・県央都市連合といったかな、こういう構想を考えていると。そして、対象

地域は前橋市、高崎市、伊勢崎市、渋川市、そして吉岡町に玉村町だと、こうに言っているのです。

それで、それだけならいいのだけれども、この構想に賛成をしてくれる町村の首長とは会って、そう

いう検討をする機会を持ちたいと言っているのですけれども、仮定の話で申しわけないけれども、も

しそういうお誘いがあれば、顔は出しますか。顔ぐらい出してもいいと思うのだけれども。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 前回８年前に高木市長が前橋市長になったときに、県央都市連合ということ
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で今言った、高崎市、前橋市、伊勢崎市、玉村町ということでありました。そのとき私も玉村町とす

れば協力をしますよと言ったのですけれども、それは消えてしまったのです。今回もそういう話が出

ていますので、来週、山本市長がこっちへ会いたいということで来るということでございますので、

そういう話があるかないかわかりませんけれども、町とすればこの高崎市、前橋市、伊勢崎市を見据

えた中の連合というのは、私は玉村町とすればそこに参加をしていくというつもりでおります。 

◇議長（浅見武志君） ４番柳沢浩一議員。 

              〔４番 柳沢浩一君発言〕 

◇４番（柳沢浩一君） いずれにしても、多様化している今、そして財政が厳しくなった今、緩やか

な連合というか、こういうものが必要な事業があるわけです。私があえて言わなくもわかると思いま

すが。ぜひ会うのはただだから、会うぐらいは会ってほしいなというふうに思っています。 

 時間もちょっとないので、もう言いたいことはあったのだけれども、ちょっと次回にとっておきま

すが。柔道の件は、私は、教育長、柔道は危険だから、どういう指導をするのだ、どういう教員がい

るのだと、こういう意味で言っているのではないのです。私は、もう既に柔道の年間授業は１０時間

とか、教育長も言っていましたけれども、８時間とか１２時間と言っていましたから、それを２年間。

１年間に８時間やって、柔道のその精神、教育長は言っていたけれども、精神だとか考え方だとか、

規律は若干言えるかもしれないけれども、絶対に身につかない。この２年間はわざをかけ合う、そう

いう練習をするところまでいかないですよ。それだけの時間だと、受け身で終わりますよ。それでい

いと思うのです。ただ、私はむしろ時間がもったいないなと。そんな８時間、１０時間年間やって、

何が。だったら、私はそういう観点から実はお話をしたので、教育長、私の考えは間違っていますか。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君発言〕 

◇教育長（新井道憲君） 笠原議員さんにもお答えしたと思うのですが、来年度から始まる新学習指

導要領では、保健体育の授業時間が、今は年間９０時間です。来年度からは年間１０５時間になりま

す。もちろん保健の時間も含めてです。ですから、実際の体育の、先ほど申し上げました８領域です

ね、体づくり、器械運動、陸上競技、水泳、球技、武道、ダンス、体育理論と、これらを含めて約９０時

間、残りが保健になりますので。そういう中で、先ほどちょっと触れましたが、幅広くいろんな運動

の機会に接するというのが、なかなか柔道をやりたくてもできないという場面もありますし、やって

みて、その中で自分の適性を選んで、中学３年生ぐらいから１つのスポーツに、自分の得意とする、

あるいはやりたいスポーツに進めていこうと。そういうような段階ですので、先ほど議員さんおっし

ゃったように、もしかしたら受け身とか組み手とか、そういう段階で終わるかもしれませんが、あく

までも柔道の楽しさというか、相手がいて、自分一人ではできない。相手がいて、相手の動きに合わ

せて自分も動かざるを得ないという部分もございます。そして、もう一つは、仮に試合になったとし

ても、試合が終わった途端に勝ち負けは別にして、この試合ができたということは、やはり相手がい
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るからだという一つの相手に対する尊敬の態度というのも生かされてくるのではないかなというふう

に思っているわけです。そういう点で、ただ単に柔道のわざを身につけるだけではなくて、そういう

考え方等も身につけられるということで、時間的には少ないのですが、必修ということでやらせてい

ただくということになっております。 

◇議長（浅見武志君） ４番柳沢浩一議員。 

              〔４番 柳沢浩一君発言〕 

◇４番（柳沢浩一君） 大分お騒がせしましたけれども、時間も迫りましたので、以上をもちまして

私の一般質問にかえます。ありがとうございました。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。午後２時４５分に再開いたします。 

   午後２時２７分休憩 

                                         

   午後２時４５分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 次に、２番石内國雄議員の発言を許します。 

              〔２番 石内國雄君登壇〕 

◇２番（石内國雄君） 傍聴の皆様、雨の中ご苦労さまでございます。議席番号２番の石内國雄でご

ざいます。 

 東日本の大震災から１年がたちます。テレビ等で昨年の３．１１の東日本大震災の模様が昨今また

報道されております。改めて自然の猛威に愕然とするものでございます。行政のほうでどういうふう

に対応できるかということが非常に悩ましいところでありますけれども、玉村町でも３月の１１日に

はこの議会の最中に地震がありまして、五料橋のこととか、地震の被害はありました。また、最近で

も体に感じる地震も玉村町ではあったことでありますけれども、地震による被害は玉村町は比較的少

なくて、一応玉村町については地盤もかたくて安心な玉村町かなという思いもあります。 

 災害の少ない玉村町ではありますけれども、一昨年、平成２２年のゲリラ豪雨、それから昨年のゆ

っくり進む台風による長雨がありました。玉村町には水があふれ、道路が川のようになり、通行が遮

断されたり、床上、床下浸水の被害等、玉村町で２年連続で内水の災害がありました。気候、気象の

変化が町の災害対策の予想を超えるものということが起きてきていると思います。２年連続で起きた

内水被害のデータもあり、その対策にも取り組んでいくと思いますが、そこで質問となりますが、町

の災害対策をお伺いしたいということで第１問目でございます。 

 町の計画した雨水排水整備工事が進んでおります。２年連続の内水災害、昨年の長雨、一昨年のゲ

リラ豪雨を考えたときに、この雨水排水整備工事で内水災害の対策は万全なのか、それについての認
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識を問います。 

 また、内水災害に対する雨水対策以後の町の計画はあるかどうか。 

 それから、災害時に有効な民間事業との災害時協定の推進、これは前に質問のところでも取り上げ

たことでありますけれども、どのように進んでおりますかどうか。 

 また、ハザードマップについては、当町では地震と洪水のがありますけれども、内水に対するハザ

ードマップはございません。その内水災害に対するハザードマップの作成計画等はあるかどうかとい

うことでございます。 

 次に、未就学児の安全対策についてお伺いいたします。未就学児は、家にいる子、幼稚園にバスで

通う子、保育所に親が送り迎えしている子、状況が分かれますが、未就学児及びその親に対する交通

安全対策の現状を問います。 

 また、災害等があったときの親との連携、子供の誘導、子供の安全確保等を考えたときに、災害が

あったときの幼稚園、保育所の対応はどのようなものでしょうか。 

 幼稚園、保育所付近の車の出入り口は非常に多いと思います。その道路には、ここに保育園があり

ますよ、ここに幼稚園がありますよという標示がなかなか見受けられません。保育園のそばに、幼稚

園のそばに行くと、ここが保育所という標示はありますけれども、幼稚園、保育所の道路からの入り

口付近に幼稚園、保育所の存在を示す標示の設置をすべきと考えるが、どうかということでございま

す。 

 続いて、３問目については、もうこれも３人目になりますけれども、柔道の武道必修化で取り入れ

られた柔道授業の取り組みについてでございます。柔道の精神には、精力善用、自他共栄、これは嘉

納治五郎先生が唱えて、柔道の根本精神の一つでありますけれども、自分自身の心身の力の精力を最

も有効に使用する方法、それを学んで、日常生活に生かせる。お互いにけがもしないで他人を害さな

い。これが精力善用、自他共栄の理念でございますけれども、全国から今新聞報道等で柔道には危険

が潜んでいるということで不安を醸し出すような報道もあり、父兄の方もご心配されているようでご

ざいます。私自身は柔道をやってきた関係もありますので、どちらかというと安全なスポーツだと思

っているところもあるのですけれども、体育の授業に取り入れられた武道授業、柔道で学び、学習さ

せる目的をまず聞かせていただきたい。 

 続いて、武道授業の柔道での危険に対する対策、準備は万全になっているか。 

 それから、体育の先生だけで安全は図られるのか、その辺についてお伺いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） ２番石内國雄議員の質問にお答えいたします。 

 まず初めに、災害対策についてでございます。災害協定の推進と内水ハザードマップについてでご
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ざいます。災害時の民間事業者との災害時応援協定についてですが、これまで三国コカコーラボトリ

ング株式会社だけでした。去る２月８日に株式会社カインズと生活物資等に関する協定を締結いたし

ました。また、現在は商工会の協力を得て、商工会員から協定の締結事業所の募集を行っているとこ

ろであります。さらに、応急復旧対策のため、玉村町建設業組合、玉村町水道組合と締結に向け、準

備を進めております。 

 大規模災害発生時には、ライフラインや情報通信網の途絶、パニックの発生、庁舎や公共施設の損

壊、職員の負傷など想定され、町の災害対応能力は著しく低下することから、町単独では応急対策を

満足に遂行できないという事態が生じることもあります。このような事態に対処する手段として、各

種応急対策をサポートするため、災害時応援協定を結ぶことで、広く的確な応急対策が期待できるこ

とから、今後も幅広い分野の民間事業者との協定締結を進めてまいりたいと考えております。また、

ことしの１月には、昭和村と災害応援の協定を締結いたしました。 

 次に、ハザードマップの再検討でありますが、現在洪水ハザードマップと地震防災マップが作成さ

れております。洪水ハザードマップは、平成２０年度に作成され、平成２１年度に全戸に配布されま

した。この洪水ハザードマップは、利根川・烏川のはんらんを想定した外水ハザードマップであり、

作成の基準になる利根川浸水区域図の変更やカスリーン台風以上データがありませんので、現在のと

ころ見直しの予定はありません。また、内水ハザードマップでありますが、現在上下水道課において

雨水対策が進行中であることや、広幹道の整備などによる排水の状況が目まぐるしく変わっていると

いうことで、なかなか実態に則さないということでございます。そういうものがすべて完成した後、

また考えるということで、現在のところ作成の予定がないということで了解していただきたいと思い

ます。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。 

   午後２時５６分休憩 

                                         

   午後２時５６分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 

                                         

◇町長（貫井孝道君） やり直します。済みません。 

 石内國雄議員の質問にお答えいたします。内水災害については、昨年の台風１２号や一昨年のゲリ

ラ豪雨にあったように、町内の至るところで道路冠水が報告され、さらに状況が悪いところでは床下、

床上浸水が発生しております。このような被害を解消することを目的として、平成１５年に計画した

雨水対策事業において、滝川を流末にする重点区域を設定して、事業認可を経て、工事に着手をして

おります。既に上飯島交差点から滝川までの５号幹線が今年度の６月に完成し、上新田から与六分ま
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での蛭堀改修、これは２号幹線でございます。現在工事中で、この工事は４月に完成する予定でござ

います。また、斉田・上之手線に設置する３号幹線は、道路計画とあわせて平成２７年度までの完成

を目指しております。全体計画は町内全域を対象にしておりますが、非常に費用がかかるということ

でございますので、内水被害の大きい、今まで被害のあったところから優先して、この改修をしてい

くということで事業化を図っている次第でございます。 

 次に、災害時の民間事業者とのというのは、これはさっき言いましたから。ここから始まったので

すね。どうもおかしい。最初がないのに、次となったからおかしいなと。では、これは終わります。 

 ３番目の未就学児の安全対策についてでございます。未就学児の安全対策についてお答えいたしま

す。幼稚園では、安全教育計画に基づいて計画的に年間を通して安全教育を行っております。防災・

不審者対策としては、保育中や園バス乗車時等さまざまな場面を想定して、年に８回の避難訓練を行

っております。交通安全については、年２回の親子交通安全教育を実施しております。警察や伊勢崎

交通安全協会と連携し、大型紙芝居や実演、講話などを通して、交通安全の大切さを子供と保護者に

理解させ、実際に親子で道路を歩きながら、安全な歩行の仕方を身につけるものとなっております。 

 次に、災害時の対応についてですが、東日本大震災の反省から、子供の引き渡し方、保護者への連

絡等を改善いたしました。具体的には、安全が確保され、保護者に確実に引き渡せるまでは、子供を

とめ置きすることとし、通信手段が使用できない場合を想定し、あらかじめそのことを保護者に周知

するようにいたしました。また、保育所につきましては、毎年伊勢崎交通安全協会にご協力をいただ

き、紙芝居や着ぐるみ人形を交えた「交通安全教室」を開催しております。ゼロ歳児クラスから年長

組までわかりやすく指導していただき、楽しく交通ルールを学んでおります。また、毎日送迎を行う

保護者に対しましては、保育所だよりによりチャイルドシートの着用や徐行走行、これは安全走行で

すね、送迎ルールの徹底等を呼びかけております。 

 続きまして、保育所における災害時の対応についてですが、保育所では対応マニュアルを作成して

おり、それに沿った避難訓練を毎月実施しております。そのかいもあってか、さきの東日本大震災、

３．１１では、人的な被害・トラブルもなく、職員も子供たちも安全に対応できました。今後もこの

３．１１を教訓にして、防災訓練等を強化していきたいと考えております。 

 また、保育所が震災時に避難所である旨を示す標識は、すべての箇所で設置済みですが、最寄りの

道路から所在を示す標識については、第３、第４保育所、玉村幼稚園については、国道、県道、町道

に標示してありますが、第１、第２、第５保育所、南幼稚園については標示がしてありません。今後

につきましては、関係各所とよく協議をして、この標識について検討させていただきます。 

 未就学児の交通安全対策については、幼稚園や保育所が中心となり、啓発活動を行っているのが現

状でございます。未就学児の場合は、あくまでも保護者の監督下のもとで活動していることがほとん

どでございます。保護者が手本となり、子供たちに交通安全を教えていただければと考えております。

最も重要なことは、子供から目を離さないこと、子供の安全を守るには保護者のみならず、地域で子
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供を見守っていくことだと考えておりますので、今後とも地域の皆様方、そして協力をお願いいたす

次第でございます。 

 次に、中学校の武道の必修化についてでございます。これは、教育長のほうから回答させていただ

きます。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君登壇〕 

◇教育長（新井道憲君） 石内議員さんの中学校武道の必修化で取り入れられます柔道の授業の取り

組みについて、３点ほどご質問がありました。お答え申し上げます。 

 まず初めに、来年度必修となる中学校武道の目標でございますが、１つはわざができる楽しさや喜

びを味わい、基本動作や基本となるわざができるようにすること。これは技能面でございます。それ

から、伝統的な行動の仕方を守ることに意欲を持ち、健康や安全に気を配るとともに、礼に代表され

る伝統的な考え方を理解し、課題に応じた運動の取り組み方を工夫できるようにすることであります。 

 次に、危険への対応というご質問がございました。それにつきましては、まず１つは、環境的には

武道場、武道館を建設し、柔道を学ぶ環境整備に努めてまいりました。 

 それから、２点目の中学校で学ぶ指導内容でありますが、１・２年生で必修、３年生で選択という

計画でございます。もちろん安全に関しても十分配慮して進めていくわけですが、現在も既に柔道を

選択で履修させていたり、移行措置で柔道を指導していたりということでございます。特に１年生に

は最初に受け身をしっかりと指導して、投げ技は生徒の実態を考慮しながら指導していくということ

であります。 

 次に、指導者の問題であります。経験が豊富な教員が担当しているわけであります。現に今年度あ

るいは昨年もその教員が指導してまいりました。そのほかに両校に柔道部の顧問として有段者がいま

すので、体育の教員と顧問との協力、連携ということもできるでしょうし、外部の指導者と協力して

いくことも考えられます。要は、生徒の実態に即した指導を工夫することによりまして、生徒の安全

確保を最優先していかなければならないと考えているところであります。その上で、武道の目標が達

成でき、健やかな生徒が育つようにしていきたいと考えております。よろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） 自席で２回目からの質問をさせていただきます。 

 雨水対策の雨水排水工事が進んでおるということで、今現在はまた状況等も、広幹道の開通だとか

いろんな形で状況等も変わってくるということで、雨水対策の新たな流量については、それが完成を

して、それから様子を見て、それから考えるというようなお答えでした。完成するのが２９年という

話です。そうすると、昨年、一昨年被害に遭った方は、まず同じような気象状況があると、そのたび



－143－ 

に被害を受けるということになりますけれども、そこに対する対応はどうなのでしょうか。 

 また、ちょっと具体的な聞き方であれなのですが、そもそも雨水排水工事のこの事業ですけれども、

どのぐらいの雨量、水の量を想定して作成しておるものでしょうか。また、この間のゲリラ豪雨また

は遅々として進まなかった１２号の台風、このときの雨量を比較してどうなのでしょうか。その辺を

ちょっとお聞かせください。 

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） 今回の初めに雨量のことを申し上げます。 

 雨水計画の全体計画の中で、玉村町と地形、自然等が似ている伊勢崎市の数値があります。その数

値よりも若干安全性を見まして、前橋地方気象台の数値を採用したということであります。その数値

が時間当たり６１．６ミリということになります。雨水幹線の事業につきましては、この計画で３路

線計画をいたしました。先ほど申し上げたとおり、５号幹線が完成、あと蛭堀の２号幹線が４月末に

完成する予定となっております。残るは３号幹線１つとなっております。一刻も早くこの３号幹線を

完成したいと今考えております。３号幹線につきましては、今年度１億５，０００万円という去年よ

り倍事業の費用を計上させていただきました。これに今力を入れております。なお、滝川から広幹道

まで８８０メーターありますけれども、この区間が平成２４年度につきまして約７０％の完成を見込

んでおります。なお、その幹線がすべて完成しますと、その幹線に面している東西の排水路がありま

す。その水路、８カ所あります。国道を含めて排水が８カ所ありますけれども、その排水も幹線に落

とし込むということで計画をしておりますので、まずはその３号幹線を目指しております。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） 今上下水道課のほうから計画雨水量ですが、６１．６ミリとい

うことでございましたが、台風１２号の雨量でございます。当町には雨量計がございませんので、い

ろいろそのとき確認をした結果、ここの辺では一番近くに宿横手、高崎市の宿横手でございますが、

こちらのほうに雨量計がございます。その雨量計を見てみますと、８月の３１日２２時ごろですね、

このころ２１ミリ程度の雨が降っている、時間雨量です。その後に５９ミリですか、降っているとい

う状況でございます。これで一時雨のほうも小康状態になりました。その後、また明け方ですか、強

く降り出したということで、午前５時ごろですか、このときに２８ミリ、午前６時には４３ミリとい

うような雨量が示されております。この雨量からいくと、今現在計画して雨水排水計画を行っている

わけですが、この量からいけば何とかのめる量になるのかなというところでございます。 

 これが、現在の計画では２７年に３号幹線ですか、完了するという予定になっていますが、それま

でどうするのだということでございますが、この雨水幹線の事業が完了しないとどうにもなりません。
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そういう中で、町といたしましても防災対策ということで、雨の降る確率が高いときには土のうとか

そういうものを用意させていただいて、昨年のようにいろいろ被害が出ないように注意をしていきた

いと。それには、消防署、消防団等の協力をいただきながら、やはり土のう等の準備をさせていただ

くというふうに考えていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） ゲリラ豪雨のときはどのぐらいだったですか。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） ゲリラ豪雨のときには、正確な数値、こういう数値をちょっと

持っていないのですが、あのときには１時間で約１００ミリ程度降っているというお話を、近隣の観

測所を見ると約１時間弱で１００ミリという報道でございます。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） 今ちょっと数字的なものを聞かせていただいて、雨水の排水計画ではまず

６１．６ミリを想定したところでやってきた。それが完成すれば、６１．６ミリはオーケーという話

にまずなりますね。それで、地域的には特定される部分があるので、とりあえずことしの分の２号ま

で完成すれば、ある程度まち内の中心部分ですか、そこについてはのみ込めるのではないかなという

ようなお話と、それからゲリラ豪雨では逆に言うと１００ミリ、一遍に、一瞬のうちに１００ミリで

すね。それから、長雨でも２日、３日と続けていったときに、トータル的にはやっぱり１００ミリを

超えるような雨量が来たときには、町全体が水没とまではいかないですけれども、あちこち道路が通

れなくなったりという、そういう被害が出ているわけです。そうしますと、単純に考えて、工事が完

成しても被害はあるというふうに考えられるのだとまず思うのです。工事が終わって、状況を見ない

と次のことは考えられないということではまずいのではないかと思うのですけれども、それについて、

町長、いかがですか。 

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） 雨水対策の全体計画でありますけれども、今後も豪雨等が考えられ

るということでありますので、今後につきましてはその全体計画を見直す必要があると思いますので、

今後検討をしたいということでご理解を願いたいと思います。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） 見直す必要があるということで、見直すのは完成してからですか。 
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◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） 今回の工期が２７年度までということになっておりますので、２７年

度になってからでは遅いと思いますので、それまでに見直しを考えたいと思っております。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） それで、もう一つちょっと確認であれなのですけれども、実際に２年連続し

て内水の被害がありましたね。そのあったことに対してのデータ的なものの集積とか、ここのところ

をうまくやればのんでくれるとか、そういうような分析とかというのはされて、お持ちになっており

ますでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） ２年連続で内水がはんらんといいますか、道路等が冠水したと

いう状況でございます。そういう中で、やはり何といっても現在整備を行っています蛭堀ですか、蛭

堀幹線が、これが抜けるのが一番被害が大きかったところのものを食いとめるには、一番必要であろ

うというふうに考えています。また、ほかの台風１２号のときには、各所で道路冠水等が見られてお

ります。こちらの排水等につきましても、やはりこの８月の末というのがちょうど水田にも水が満タ

ンに張られている状況でございます。そういう中で、逆に雨が降っても一つものみ込める場所がなか

ったというのが実情かなというふうに思っています。そういう中で、いつゲリラ豪雨がやってくるか

もわからないということでございますが、このゲリラ豪雨をすべてのみ込む排水等を準備するという

のも、これもなかなか難しい話なのかなという中で、やはり職員の大雨等に対する危機意識というの

ですか、そういうものもあります。そういう中で、できるだけ役場と消防、関係者と協力しながら、

被害の出ないように対策を立てていきたいというふうに考えています。よろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） 今の話のように、実際に田んぼに水が張っているときというのは非常に難し

いのですね。排水工事等の設備だけでは非常に無理なのかなと思うのです。８月というか、田んぼに

水が張っているときというのは、台風だとか、そのゲリラ豪雨というのがどちらかというと起きる時

期ですね。そうすると、そのところも含めたところで対策が必要ではないかなということで、２２年

の９月ごろでしたか、内水のやっぱり質問をしたときに、貯水池とか貯水槽の話をさせていただきま

したけれども、その辺の検討とか、視野には入っておりますでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 
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◇生活環境安全課長（高橋雅之君） 今非常にゲリラ豪雨とかそういう場合に、一たんためておく貯

水池というのですか、そういうものの検討をしてあるかということですが、現在ではその検討はなさ

れていません。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） ぜひ視野に入れて検討していっていただきたいと思います。 

 今玉村町の現状で人口問題とか活性化だとか、安心安全というふうな形で玉村町の価値を上げてい

くというか、評価を上げていく中で、たまたまこの２年間に限っていくと、玉村町はいろいろな形で

報道されたことがありまして、その中で内水のはんらんというのが結構やっぱり目につくところなの

です。そのことについての対策が前から進めている事業だけで事足りて、それが終わってからさらに

対応を考えるということでは、やっぱり人を呼び寄せるような魅力あるまちづくりという観点から考

えても、ちょっと遅いのではないかなと思います。その辺の、まして内水が出てはんらんされると、

町民の方の財産にも被害が及びますし、いろんな生活にも支障が出てきます。地震とかそういう大き

な災害もあるのですけれども、現実に起きてきた玉村町の災害に対して、積極的な取り組みが必要と

思います。それについて、町長、いかがでございますか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） まず最初に何に手をつけるかということで、２号幹線、蛭堀ですね、これと

５号幹線、完成になりましたけれども、５号幹線に手をつけたわけでありますので、今斉田・上之手

線の工事をこれから始める予定でございます。そういうものを順序よくやっているというのが現状で

ございまして、これでなおかつまだ十分でないということになれば、これはまた次の手を打たなけれ

ばならないかな。私の今の予想では、今までの雨量からしますと、今までたまたま冠水になった時期

が非常に時期的に一番水の多かったときでございまして、状況もちょっと悪い時期だったなという感

じがしております。今後は、今のが完成になれば、かなり９０％ぐらいは完全なものになるのではな

いかなというそういう予想で今工事をしているわけでございますけれども、まだまだこれで完了とい

うことではございませんので、今石内議員さんが言われたとおり、次の手も考える必要があるという

ことで、担当課とまたこれ検討していきたいと思っております。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） ある程度今の計画でカバーできるかなという町長の考えがあって、ちょっと

気になったのは、９０％だから１０％は残るよねと。揚げ足を取るような言い方で申しわけないので

すが、９０％ということは１０％は残るのだよねとか、たまたまということは、たまたまが続くと、

ずっとその部分は被害が起きるのだよねと。こういうような状況になりますので、ぜひ積極的に、実
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際に大きな都市をつくっていって、水を流すというのはなかなか厳しいのです。今度の新しくできた

工業団地のところでも貯水池をつくっております。ああいうものがあれば、一時的にそこに水がため

られて、外にあふれ出ないというのが具体的なものがあるわけですから、それを積極的に取り入れた

方向でいろんな形の施策をしていっていただきたいと思うのですが、いかがですか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） ９０％というのは言葉のあやもあるのですけれども、１００％ということに

なると後でいろいろ問題がありますので、９０％ということで言ったわけでございますけれども、私

の気持ちとしては１１０％ぐらいの気持ちはあります。ただ、今言われたとおり、そういうことも検

討しなくてはいけないし、もう一つ、滝川でございますけれども、この滝川の容量というのはすごい

容量でございまして、今まで冠水した時期でも滝川はほとんど下のほうを流れている程度で滝川は推

移しております。私は、この滝川に水を出すことによって、内水の冠水をとめるというのか、その水

を滝川に流すことが一番有利かなと考えておりますのが今の事業でございますので、今後はそれにプ

ラスアルファの今言われたようなことも検討しなくてはいけないかなと考えます。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） ぜひ考えていただきたいと思います。滝川に流すことができれば、滝川が対

応ができるのです。滝川に流すまでの間に、もし予想していた雨量よりも降ってくれば、それはあふ

れるということになりますので、いろいろな方法を検討していっていただきたいと思います。 

 災害時の民間事業との災害時協定については、非常に進んでいるということで安心いたしました。

それから、ハザードマップについては、内水災害に対するハザードマップ、必要かどうか難しいとこ

ろでございますけれども、ぜひ検討していただきたいと思うのですが、よろしくお願いいたします。 

 それで、未就学児の安全対策についてなのですが、幼稚園については親子ともどもの交通安全教室

等があるわけなのです。ところが、保育所関係は、お母さん方がお仕事されていて、送迎をしていた

り、危険度は保育所に通う親御さんのほうが多いかと思うのですが、親子ともどもにその交通安全の

教室を受けるという機会もなかなかないものですから、その辺のところについて、町のほうでの保育

所に行っている方に対する交通安全の教室等というのは考えておりますでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 子ども育成課長。 

              〔子ども育成課長 筑井俊光君発言〕 

◇子ども育成課長（筑井俊光君） 保育所の場合には、保護者がお勤めしていますので、なかなか休

んでまで来ていただくというわけにいかないですので、今のところ計画的なものはないのです。ただ、

お便りですね、そちらのほうで周知しまして、交通事故とか交通のことについてはそちらのほうで、

お便りのほうで周知させていただきます。 
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◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） 平日に休むというのはなかなか難しいのかなと思うのですけれども、そうた

びたびにしなくてもいいと思うのですが、土、日に親子で交通安全教室を受けられるということも非

常に大事ではないかなと思います。その辺のところもちょっと検討の中に入れていただければと思い

ます。 

 また、標示については検討していただくということですので、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 時間があれなのですけれども、柔道の関係なのですが、非常に私個人的には安全なスポーツだと思

っています。どちらかというと、サッカーなんかのほうが急にぶつかったりなんかして、大きな事故

になるのではないかなと考えています。柔道がなぜ安全という感覚を持っているかといいますと、お

互いに例えば立ちわざをやったりするときでも、組んでいて相手とつながっている状態から動きが始

まっていますので、例えばわざをかけた後に、放り投げて手を離してしまうとか、それから投げられ

た方があごを引かないであごを出すとか、そういう形のものをとらない無理だとか無茶とかを避けれ

ば、非常に安全なスポーツではないかなと考えています。その辺のところを体育の先生方も御存じだ

と思うのですけれども、ぜひ形の投げわざだとか、形の受け身だとかということではなくて、実際に

安全になるような体育の授業というものをしていただきたいなというふうに思っているわけでござい

ます。 

 例えば受け身の話でいきますと、通常受け身の練習といいますと、自分一人でお互いに前回りなら

前回りで回って飛んでいって転がって、ぱたん。しゃがんで後ろへ転がって、ぱたん。横に捨てて、

ぱたんと。そういう練習を繰り返すのかと思います。できれば、細か過ぎてしまって申しわけないの

ですが、現実にはわざをかけて投げてもらう。そのときの受け身。これは非常に体の発育だとか、体

の感覚とか、非常にすばらしいものがあると私は思っています。投げたときも引き手を引いてあげれ

ば頭は打たなくなりますし、それは手を離してしまうと頭から落ちるのですね、頭が重いから。引き

手を引いてあげれば頭は打たない。それから、投げられる方も相手のわざをかけられたときに、ちょ

っと体を動かしてあげれば無理なく飛べる。安全に受け身がとれる。その辺のところがありますので、

そういうところをちょっと細かいですけれども、そういうところも入れていただければ、柔道につい

ては非常に安全なスポーツかなというふうに考えております。やっぱり力のある者が無理やり振り回

したり、それから手を離して放り投げてしまったりというところに非常に危険が潜んでいるかなと思

いますので、指導していくときに先生方にもぜひよろしくお伝えいただきたいと思います。 

 いずれにしても、すばらしいこの柔道について子供たちがかかわりを持ってやれることについては、

非常に私はありがたいことかなと、経験者ですので、そういうことを言うのかもしれませんが、そう

いうふうに思っております。ぜひ安全な体育教室のほうを運営していただきたいと思いますが、教育
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長に一言。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君発言〕 

◇教育長（新井道憲君） いろいろな点でご指摘いただきまして、ありがとうございました。 

 特に柔道指導については、文部科学省からも指導の手引きやら、あるいは中には財団法人の全日本

柔道連盟からも柔道の安全指導という、そういうような冊子等も出ております。それらを踏まえつつ、

子供の実態に即した指導ということがどうしても最低限必要だと。ですから、ただ柔道だけはという

ことではなくて、体育の授業そのものが全体的にもっと危険な部分もあるかと思います。器械運動な

んていうのは、要するに離れてしまうと。だから、そういうトータルをして、相手との、柔道という

のはどっちかと言えば相手がいて、相手と組み合って、一連の動作をするという動作を通した相手と

のコミュニケーションではないかなというふうに思います。だから、そういう点でも大事な要素があ

るのではないかなというふうに考えているところであります。 

 細かいご指摘をいただいたことにつきましては、また校長会あるいは実際の体育の先生方との話し

合いの中で、そんなことがありましたと、ぜひ十分配慮していただきたいということでお願いしてま

いりたいというふうに考えております。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） ありがとうございました。非常に考え方もよくわかりましたし、姿勢のほう

もよくわかりましたので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 町のほうには、雨水対策の関係については、非常にこれから近々のものが、またことしもというこ

とになると、いろんな大きな問題が出てきますので、いろんな検討をしていただいて、今後町がより

安全に住みやすい玉村町のまちづくりを進めていただきたいと思いまして、質問のほうを終了します。 

                      ◇                   

〇散  会 

◇議長（浅見武志君） 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これにて散会といたします。 

 なお、１２日の月曜日は午前９時までに議場へご参集ください。ご苦労さまでした。 

   午後３時３３分散会 
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